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○事務局  

それでは、定刻となりましたので、ただいまより令和５年度第５回福島県原子力発電所の廃炉

に関する安全監視協議会を開催いたします。 

開会に当たりまして、当協議会会長であります福島県危機管理部長の渡辺より挨拶申し上げま

す。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 本日は、専門委員の皆様をはじめ関係の皆様には、本協議会に御出席をいただきまして誠にあ 

りがとうございます。感謝申し上げます。 

 昨日、廃炉安全確保県民会議が開催されました。会議の中では、住民代表の皆様から元旦に発 

生しました能登半島地震、これにおきまして、志賀原発で変圧器の損傷など様々な事象が発生し 

たことを受けまして、第一原発、第二原発、それぞれで対策はどうなっているのかというような 

不安な意見が聞かれました。そうした不安が高まっているような状況にもあります。昨日の会議 

の中でも、それなりの対策の進捗状況等御説明いただきましたが、改めて対策の着実な取組と継 

続的な検証、そして建屋の健全性評価、こうした内容につきまして、県民の目線での丁寧な情報 

発信をお願いしたいと思います。 

 さて、本日の会議でございますが、議題を３つ用意してございます。 

 １つ目の議題でありますが、２号機燃料デブリの試験的取り出し作業の準備状況についてであ 

ります。先日、試験的取り出しにつきましては、ロボットアームではなく、テレスコ式装置を使 

用して燃料デブリを採取すること、また2024年10月頃の着手を予定するということの内容が公表 

されました。 

 前回の廃炉安全監視協議会におきましては、堆積物が完全に除去できない場合に備えまして、 

テレスコ式装置の検討をしていくとの説明を受けておりますが、今回改めてこのテレスコ式装置 

を使用する判断に至ったこれまでの作業状況、あるいは今後の試験的燃料デブリ取り出し作業の 

計画について説明を受け確認をしてまいりたいと考えております。 

 そして、２つ目の議題にあります2024年度ＡＬＰＳ処理水放出計画素案についてでありますが、 

まずは今年度第４回目の放出が来月下旬に実施される予定となっております。東京電力において 

は、引き続き安全対策を徹底しながら取り組んでいただくようお願いいたします。 

 本日は、放出計画の素案について説明をいただくことに加えまして、放出によって空となった 

タンクの解体・跡地利用、また県が求めました８つの要求事項、これに対する進捗状況等を併せ 
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て説明いただき、内容を確認してまいりたいと考えております。 

 また、関連して、地下水流入抑制対策の建屋ドレンへの地下水流入抑制対策の現状についても 

確認しておきたいと思います。 

 最後に、３つ目の議案でありますが、昨年10月に発生しました増設ＡＬＰＳ配管洗浄作業にお 

ける身体汚染に係る対応につきまして、これも前回の廃炉安全監視協議会におきまして東京電力 

から説明がありました設備面と管理面の対策の実施状況について説明を受けたいと思います。 

 そして、原子力規制庁からも、本事案の発生に係る保安検査の実施状況について説明を受け、 

それぞれ内容を確認してまいりたいと考えております。 

 専門委員の皆様、市町村の皆様におかれましては、それぞれのお立場から御確認と御意見をい 

ただきますようお願い申し上げまして冒頭の挨拶とさせていただきます。 

 本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

○事務局  

ありがとうございました。 

 それでは、議事進行は、協議会会長の危機管理部長が行いますので、よろしくお願いいたしま 

す。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、議長を務めさせていただきます。  

 早速、議事に入らせていただきます。 

 まず、議事の１つ目、２号機燃料デブリ試験的取り出し作業の準備状況につきまして、初めに 

東京電力から説明を受けまして、その後、皆様から御質問等をお受けしたいと考えておりますの 

で、よろしくお願いいたします。 

 それでは、東京電力から20分程度で説明をお願いいたします。 

 

○東京電力 小野ＣＤＯ  

東京電力ホールィングス福島第一廃炉推進カンパニーの小野でございます。 

 まず、元日に発生しました能登半島地震によりお亡くなりになられました方々に哀悼の意を表 

するとともに、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

 当社の設備には大きな影響はございませんでしたけれども、自然災害はいつ発生するとも分か
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りません。先ほど議長のほうからもお話ございましたが、今後も有事に対する備え、こちらの

ほうはしっかりと継続をしてまいりたいと思います。 

  また、当社福島第一原子力発電所の事故によりまして、今もなお地元をはじめ、福島県の皆

様、広く社会の皆様に大変な御負担と御心配をおかけしてございます。このことを改めて心よ

り深くお詫びを申し上げます。 

  ＡＬＰＳ処理水につきましては、昨年８月に海洋放出を開始をいたしまして、３回目の放出

まで完了、２月下旬からは４回目の海洋放出を行う予定にしてございます。この放出は、長期

にわたる継続的な、持続的な取組となります。廃炉が終わるそのときまで風評を起こさないと

いう強い覚悟の下、しっかりとしたオペレーションを継続して国内外への正確で分かりやすい

情報発信に努めてまいりたいと考えてございます。 

  そうした中、昨年、作業員の方の身体汚染というのを発生させてしまったことにあります。

このことにつきましても、福島県の皆様、広く社会の皆様に大変なる御心配をおかけしてござ

います。本件、当社といたしまして大変大きな問題と捉えてございまして、再発防止策の徹底

のみならず、ほかの作業への水平展開、こちらを確実に行ってまいりたいと考えてございます。 

  本日の説明内容でございますが、まず議題１では、２号機の燃料デブリ試験的取り出し作業

の準備状況、それから議題の２ではＡＬＰＳ処理水の2024年度の放出計画の素案を作りました

ので、こちらのほうを中心に説明をさせていただきます。 

  それから、議題の３では先ほどちょっと少し触れましたが、増設ＡＬＰＳの配管洗浄作業に

おける身体汚染に係る対応について御説明をさせていただければというふうに考えてございま

す。 

  それでは、本日の議題につきまして各担当より御説明をさせていただきます。よろしくお願

いいたします。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

それでは、資料１につきまして、東京電力中川より御説明させていただきます。 

 右下１ページに計画の概要を示しておりますけれども、２号機のＰＣＶの内部調査・試験的取 

り出しにつきましては、原子炉建屋の１階にございます既設の貫通孔であるＸ－６ペネトレーシ 

ョンを用いまして、ここからアクセスして中の内部調査、試験的取り出しを行うといった計画で 

ございまして、１月25日に公表させていただいたのは、このＸ－６ペネにまずはテレスコ式の装 

置を設置して、試験的取り出し、１粒デブリを取り出すといったところを行った後に、ロボット
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アームによる内部調査、デブリ採取を行っていくといったところを公表させていただきました。 

  現在、その準備状況につきまして、２ページ目以降で御説明させていただきます。 

  右下２ページになりますけれども、こちらのほうは、楢葉町にございますモックアップ施設

を用いまして、今現在、ロボットアームの試験・検証を実施しているところになっておりまし

て、試験項目を表に記載しておりますけれども、ロボットアーム、それからツール交換等で使

用する双腕マニピュレータ、こちらそれぞれ単体での試験を実施しておりまして、ロボットア

ームについて現在実施中と記載しておりますけれども、おおよそ単体試験での基本的な性能検

証はできてきたという状況にございます。 

  今後、単体試験完了した後に、このロボットアーム、それから双腕マニピュレータ組み合わ

せて、実際の組み合わせのいわゆるワンスルー試験というものを実施する予定でございます。 

  右下３ページになりますけれども、こちらロボットアームによるペデスタル底部までへのア

クセス試験、こちらの検証をしております。こちらまだ実施中でおりますけれども、右下の写

真に示しますように、アクセスするルートの中で非常に狭隘部なところもございます。こうい

ったところを通していく上で、より確実に何回もアクセス、出し入れ、アーム挿入、引き抜き

する必要ございますので、より確実に実施するという観点で、この狭隘部を通すに当たっても、

精度を向上していくといったところを引き続き組み合わせ試験等の中でも確認していくといっ

たところで計画してございます。 

  右下４ページになりますけれども、こちらロボットアームをＸ－６ペネの中に挿入したとこ

ろで、アクセスルート上に、干渉物、障害物がございます。こちらをロボットアームの先端に

取り付けますＡＷＪツール、いわゆるウォータージェットのツールを用いまして、切断撤去を

していく作業が実際発生しますので、その試験・検証をやっているものになります。 

  真ん中の絵で示していますように、Ｘ－６ペネを出たところで、いわゆるＣＲＤレールと記

載しているレールがございまして、その上に障害物であったり、このレールの一部もロボット

アーム挿入する上で干渉しますので、これらの切断を行っていくという試験・検証になります。

基本的には作業は成立するといったところは確認できておりますけれども、実際にこのアクセ

スルートを構築する作業自体に大分時間を要するといったところも試験で見えてきたといった

ところになります。 

  右下５ページになりますけれども、こちらロボットアームにカメラ取り付けておりまして、

そのカメラでも視認しながら中に入っていくといったところになりますけれども、視認性がも

ともとの取り付いているカメラですと弱いという部分が確認されましたので、追設カメラの視
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野ということで、オレンジ色で塗ってあるように、カメラ２個をさらに追設、照明も追設して、

カメラによる視認性の向上といったところも図っております。一定程度の成果が得られており

ますが、こちらにつきましては、まだカメラの追設等も検討して楢葉での検証作業を進めてい

るというところになります。 

  ここまでが楢葉でのモックアップ試験になりまして、６ページ目以降が今現場で実際に実施

している準備作業の進捗となります。今現場のほうではＸ－６ペネ内にございます堆積物の除

去作業を進めておりまして、６ページに示しますように低圧水による除去作業は一旦完了して

おります。昨日からになりますけれども、この低圧水の堆積物の除去の装置の撤去、取り外し

作業を行っておりまして、引き続き高圧水・ＡＷＪによる堆積物除去作業に入っていくという

ところで現場の準備を進めております。 

  ７ページになりますけれども、低圧水による除去の状況になりまして、左下の写真に示しま

すのは、こちらがＸ－６ペネのハッチを開けた際に見えた状態になっております。もともと赤

い点線の丸で囲ってありますのは過去の調査で約110ミリの穴を空けたところなんですけれど

も、それ以外が全て堆積物で埋まっている状況というものが確認されてございます。 

  こちらＸ－６ペネの内径としては、550ミリ、55センチの内径になりますけれども、そこが

全て堆積物で埋まっているという状況が確認されました。ですので、この低圧水の除去装置に

よりまして、まずは除去装置についておりますドーザツール、いわゆる押し出し棒で、直径約

５センチの棒になりますけれども、こちらで、この泥状の堆積物を突き崩すといった作業を行

っております。 

  その結果が右下の８ページになりますけれども、まずは、この左の図、断面の図のように、

黒丸で塗ってある部分をドーザツールで突き崩しといったところをやっておりまして、右側が

写真を重ね合わせて合成した写真になりますけれども、上側を突き崩していった際は抵抗なく、

問題なく押し込めたといったところが確認できました。一方で、下のほうは、やはり堆積物詰

まっている状態がございますので、最初は若干抵抗を感じつつという作業だったんですけれど

も、最終的には当初計画どおりのドーザツールによる突き崩しができたといったところが確認

できております。 

  そのドーザツールの突き崩しが完了しましたので、続いて、低圧水による水を流して泥状の

堆積物をＰＣＶの中に押し出していくといった作業を実施しております。そちらが右下の９ペ

ージになります。 

  こちら写真としてはどこを見ているかといいますと、左上の断面図の緑の点線、四角で囲っ
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てある範囲を右上のほうにカメラの画角の絵を記載しておりますけれども、装置に取り付いて

いるカメラ、上から斜め下、ペネ内に向かって見ている状況といったところになりまして、作

業開始直後は低圧水でなかなか堆積物を押し流せないといったところございましたので、ドー

ザツールによる突き崩しと組み合わせて低圧水の流し込みを実施していった結果、最終的には

右下のように泥状の堆積物は流れてなくなって、除去できて、もともとこのペネ内に置いてお

りましたケーブル類のケーブルのいわゆる素線が確認できてきたといった状況になっておりま

す。 

  右下10ページ、御覧ください。 

  こちらは、同様にペネの下部のほう、右側になりますけれども、下部のほうを映した様子に

なっておりまして、最初は堆積物残っている状況に対して、だんだんとここも除去できてきた

と。ただ、右下御覧いただくと、まだちょっと堆積物が残っているという状況は確認されてお

ります。ここは、もともとモックアップ試験で、低圧水による堆積物の除去、３日程度で除去

できるといったところを確認して、当初計画としては３日で堆積物の除去を計画していたんで

すけれども、やはりここは除去に時間がかかるといったところが実際は分かってきております。

かつ、泥状のものもまだ残っている状況といったところが確認されておりまして、低圧水によ

る装置による除去は、ほぼほぼこれ以上できないといったところも確認できましたので、引き

続き高圧水、ＡＷＪによる除去作業に移行するといったところで、昨日から低圧水の装置の取

り外し作業を行っているというものになります。この取り外した後の、このフランジ、ペネの

中の様子もちょっと確認していって、今後の高圧水への移行についても問題なく可能かといっ

たところも引き続き確認してまいります。 

  右下12ページのほうを御覧ください。 

  全体工程お示ししておりますけれども、今まで御説明したように、堆積物除去のほう、やは

りモックアップと比較しましても、なかなか除去に時間はかかるというところは見えてきてお

ります。今後、高圧水・ＡＷＪ実施しますけれども、やはりこの作業の不確実性というのはあ

るというふうには考えております。 

  それに加えまして、ロボットアームについても今試験・検証を実施しておりますけれども、

このアクセスルートの構築に時間を要するといったことですとか、今後も引き続き組み合わせ

の試験を実施していくといったところも考えますと、我々としては、まずこの燃料デブリの性

状把握のために、デブリ採取を早期確実に実施したいといったところが必要だというふうに考

えておりますので、そのために過去の内部調査でも使用実績がありまして、堆積物が完全に除
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去し切れなくてもアクセス可能なテレスコ式の装置を活用して、まずはデブリの採取を行って、

その後にこのロボットアームによる内部調査、デブリ採取を実施していくという進め方で実施

したいというふうに考えております。 

  ロボットアームによるアクセスルート構築作業に先立って、テレスコ式の装置でまずはＰＣ

Ｖ内の堆積物の除去後の状態を確認することで、その後のロボットアーム作業も確実性が向上

できるのではないかというふうに考えているというものになります。 

  そういったところを踏まえまして、今回試験的取り出しの着手時期としましては、遅くとも

2024年10月といったところで、現場を進めていきたいというふうに考えております。 

  御説明は以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、ただいまの説明につきまして、専門委員の皆様、市町村の皆様から御意見、御質問 

等いただきたいと思います。御意見等ございましたら、ウェブ機能での挙手をお願いいたします。 

 それでは、大越専門委員、お願いいたします。 

 

○大越専門委員  

大越です。御説明ありがとうございました。 

 今回、テレスコピック式にロボットアームから変えるということなんですけれども、それによ 

って取れるデブリの量とか、得られる情報というのはどの程度変わるんでしょうか。そこら辺に 

ついて教えてください。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

東京電力中川より回答させていただきます。 

 採取するデブリの量としましては、もともとロボットアームで数グラムというところで、具体 

的に言いますと３グラム以下のもので採取を考えておりまして、こちらはテレスコ式の装置によ 

る採取量とも変わりはございません。同じ採取量となります。それを分析することで、デブリの 

成分、性状ですとか、そういったところが確認できるというふうに考えてございます。以上にな 

ります。 
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○大越専門委員  

すみません、ちょっと私の質問の仕方が悪かったんですが、ロボットアームを使うときにロボ 

ットアームそのものによって得られる情報がいろいろあるかと思うんですね。それとテレスコピ

ックで得られる情報との差というのはどんなふうになるんでしょうか。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

テレスコピック式ですと、単純に、いわゆる釣り竿のようなもので、腕を伸ばして直線的にペ 

デスタルの底部につり下ろすと。で、そこから取ってくるというふうに、いわゆるデブリ採取に

特化したものになってございまして、一方でロボットアームですと、やはりこちら比較的大型の

遠隔の装置で、遠隔オペレーションの知見が得られると思っておりまして、そこは今後の２号な

り、１号なり、３号なりというところのデブリの取り出しを行っていく上で、そういったオペレ

ーション操作の知見を獲得する上では非常に重要な位置づけになるというふうに考えております。

ですので、テレスコ式の装置によるデブリ採取をした後は、このロボットアームによる内部調

査・試験的取り出し、デブリ採取を行っていきたいと。そこで得られる知見を今後のデブリ取り

出しに生かしていきたいというふうに考えております。 

 

○大越専門委員  

分かりました。そういう意味で、堆積物の除去が非常に重要だと思うんですけれども、今後Ａ 

ＷＪを使って切断作業等が発生してくると思うんですけれども、ケーブルをＡＷＪでどの程度、

事前の作業といいますか、モックアップで切れるというような情報があるんでしょうか。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

資料の右下の14ページのほうを御覧いただきたいんですけれども、こちらもともと過去2020年 

に実施しました、このペネ内の堆積物の状況の確認を行っておりまして、その結果を踏まえまし

て、この右下の14ページにございます、下側の写真にございますように、これペネ内の堆積物の

状態を模擬したもので、堆積物除去のモックアップ試験を実施してございます。その際に、高圧

水・ＡＷＪによってこのケーブル類も切って取り除けるといったところは確認してございます。 

 

○大越専門委員  

分かりました。最後に、ＡＷＪを使うということなので、粉じんの飛散防止対策、資料にも書 
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かれておりますけれども、十分考慮した上で安全に作業を行っていただければと思います。以上

になります。どうもありがとうございました。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

御助言ありがとうございます。引き続き、現場はより確実に安全に進めていきたいと思います。

ありがとうございます。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、続きまして中村武彦専門委員、お願いいたします。 

 

○中村武彦専門委員  

中村です。どうもありがとうございます。 

 ２点、私から簡単な質問。テレスコ式でまず始めるということなんですが、このテレスコ式の 

装置というのは、以前使ったものをそのまま使うんですか。それとも、何らかの改良をされてい 

るのかという、それが１点と。 

 もう一点は、ペネをある程度片づけたことによって、やれることがそっちの側面から広がるよ 

うなところというか、以前よりもできることが増えるという、そういうことがあるのかどうか教 

えていただければと思います。以上です。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

東京電力中川より回答いたします。 

 まず、１点目、テレスコの装置になりますけれども、過去に使用したものとは機構は同じにな 

りますけれども、物としては違うもの、新たに製作しているものになっておりまして、径のサイ 

ズも若干大きいものになってございます。といいますのは、過去のテレスコ式のものですと、ツ 

ールをつり下ろして、いわゆる底部のもののデブリを把持する、堆積物を把持するといったとこ 

ろまでの作業になっておりまして、今回使用するのは、それをつまんで取り出してくるといった 

部分が変わってきておりますので、取り出してきたものをＰＣＶの外に出して扱うといった作業 

も含まれますので、このペネに接続する側の隔離機構ですとか、そういった点でも違って、装置 

的にはそちらとは違ってくるものになります。 
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 ２点目になりますけれども、ペネ内の堆積物を除去することで、ここはやはりＸ－６ペネの径 

としましては55センチの内径で、かつ、右下のこの15ページの写真、左側の写真を御覧いただき 

たいんですけれども、こちら震災前のＸ－６ペネのハッチの中を写しておりまして、このペネの 

下部分、ここは定期検査のときに点検で使用、作業で使用します制御棒駆動機構の交換作業、点 

検作業で使用するので、完全にこの55センチの丸々内径管があるわけではなくて、いわゆるＣＲ 

Ｄレールといった構造物もございます。これらがちょうど今回堆積物が完全に除去できれば、そ 

この空間スペースで収まるようにロボットアーム挿入できる範囲になりますので、堆積物が除去 

できれば、ロボットアームはしっかり挿入できるというところになります。御質問の答えになっ 

ていましたでしょうか。 

 

○中村武彦専門委員  

大体分かりました。だから、そのペネの中が多少広がったのはあまり関係なくて、ロボットア 

ームも入れるようになったら大分やれること増えますと、そういう理解ですね。了解です。あり

がとうございました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、続きまして田中専門委員、お願いいたします。 

 

○田中専門委員  

田中です。よろしくお願いします。 

 今後なんですけれども、高圧水とＡＷＪを入れるということで、そのあたりでお聞きしたいこ 

とがあるんですけれども、高圧水、あるいはＡＷＪを入れると、これ結構圧力が高くて、先ほど 

泥が堆積していたとかそういう話があったんですけれども、そういうものが飛散する可能性があ 

ると思います。特に、ＡＷＪだと、どういう研磨剤を入れるかというのをちょっとここでは分か 

らないですけれども、カメラとかにそういうものがついて見えなくなってしまったりとか、そう 

いう可能性というのはいかがなんでしょうかというところをちょっとお聞きしたいんですけれど 

も。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

東京電力中川より回答いたします。 
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 まず、高圧水・ＡＷＪ、今後実施するということで、圧力的には高圧水のほうは約30メガパス 

カルのもので、ＡＷＪとしましては約240から50メガパスカルでの圧力となっております。 

おっしゃるとおり、泥状のものを飛ばしていくと、ＰＣＶの中でダストが飛散するという懸念 

がございましたので、右下の14ページに、真ん中の図、断面でお示ししていますように、このＸ

－６ペネの約２メートル上に、Ｘ－53ペネ、約100φの穴のペネがございます。こちらにスプレ

イ治具を今現在設置しておりまして、これをＰＣＶの中で、Ｘ－６ペネのほうに向かってスプレ

イを噴射することで、ダスト飛散の抑制対策というのも行ってございます。 

 こちらは、今現在、低圧水の除去の作業の中でも、最初に、初めに試射して、ダストの飛散状 

況、ＰＣＶのダストの上昇状況、傾向を見て、ダストは飛散しないといったところも確認した上 

で、今現在作業を進めているところになります。 

 御指摘いただいたＡＷＪ等をやる上で、カメラの視認性は問題ないかといったところについて 

も、モックアップ検証のほうで実際確認しておりまして、そちらはカメラの視認性が悪くなると 

いったところは確認できていないといいますか、視認性には問題ないといったところを確認した 

上で、今作業準備進めているところになります。 

以上になります。 

 

○田中専門委員  

今のその図を見ると、そのスプレイは下方向で、ＣＲＤのほうに入っていくんですかね。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

スプレイ、噴射状で吹きますので、このＸ－６ペネを覆うような形で噴射はしているというと 

ころになります。 

 

○田中専門委員  

左向きに一部が入っていくことを期待しているということですか。分かりました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、続きまして村山専門委員、お願いいたします。 
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○村山専門委員  

ありがとうございます。 

 今の話にも関係するかと思うんですが、６ページで、作業中のダスト濃度を監視するとなって 

います。これ非常に大事なことだと思うんですけれども、どの場所で監視をされているのか、そ 

れから濃度が大体どれぐらいになっているのか、今の作業の状況での結果についてもし分かれば 

教えてください。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

ＰＣＶ内のダスト濃度に関しましては、既設のガス管理設備というものがございまして、ＰＣ 

Ｖ内の気体をフィルタを通して排気するといった設備ございますので、そちらのほうでダスト濃

度のほうを監視してございます。ＰＣＶの中のダスト濃度になります。 

ＰＣＶの中のダスト濃度のオーダーとしましては、正確な数字はちょっと即答をできないんで

すけれども、大体10のマイナス４乗Ｂｑ／ｃ㎥オーダーの値になっております。 

 もう一点は、作業員の方の作業エリアのダスト監視という観点で、原子炉建屋の１階のこのＸ 

－６ペネ周りのところになりますけれども、こちらにもダストモニタを設置して、ダスト濃度を 

監視しながら、作業員の方が行ける、行けないというところをしっかり確認した上で作業を実施 

しております。以上になります。 

 

○村山専門委員  

14ページの図を見ると、隔離部屋が３つに分かれているようなんですけれども、隔離部屋の中 

の濃度も測られているんでしょうか。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

はい。隔離部屋の中というよりも、隔離部屋の外ですね。外に漏れ出てこないかどうかという 

観点で、隔離部屋の外にダストの吸い込み口を設置してダストモニタで測定しております。ただ、

この今14ページの絵にございますように、隔離部屋の中に今堆積物の除去装置設置しておりまし

て、今まさに現在堆積物の装置の取り外し作業を行っておりますけれども、取り外しの際は、Ｘ

－６ペネから切り離した状態で、この堆積物除去装置を後方の隔離部屋③のほうに持ってまいり

ます。③のほうに持ってきたら、隔離部屋②のところに、遮へい扉、気密扉がございまして、そ

の扉を閉めた状態で、隔離部屋③の中を、これ窒素充填して窒素置換しておりますので、空気置



-13- 

換、酸素を入れ替えて、かつ排気して、この隔離部屋③の扉を開けます。で、後方からこの装置

を取り外すといったところになりますので、その際は、酸素濃度ですとか、そういったダスト、

線量といったところを測った上で、作業員の方が行けるように管理しているというところになり

ます。 

 

○村山専門委員  

分かりました。ありがとうございます。 

 どうしても格納容器等に穴を空けて作業するということなので、作業員との関係が非常に気に 

なりますので、十分注意して進めていただければと思います。ありがとうございました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、河井原子力専門員、お願いいたします。 

 

○河井原子力専門員  

河井です。 

 私のほうからは、今までもいろいろと御説明を受けているのかもしれないのですけれども、Ｘ 

－６ペネのところの堆積物、これを奥へ奥へと突き崩して、ＰＣＶの中のほうに落とし込んでい 

って、Ｘ－６の空間を確保するという、そういうお話が多かったのですけれども、そもそもこの 

堆積物自体がどんな組成で、圧縮状態というか圧密の状態はどんなものなのかというのは、現場 

でそういう物性そのものを調査されたのかどうかということを簡単に御説明いただければという 

ところです。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

東京電力中川よりお答えいたします。 

 堆積物の組成等に関しましては、資料の右下７ページの右上に、2020年10月に３Ｄスキャンで 

の調査結果といったペネ内の断面、横から見た断面図をお示ししておりまして、この調査をやっ 

た際に、フィンガータイプのツールでこの堆積物の硬さがどうかといったところをちょっと押し 

てみて、へこみ具合等見るといった調査をしておりまして、その調査の際に、ツールを戻した際 

にくっついてきたものについては、分析をして、いわゆる鉄の酸化物のようなものが含まれると 

いったところは確認しております。 
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 一方で、今回、ハッチを開放した際に、ハッチの蓋の裏、要は今７ページの左下の写真で見え 

ております、この堆積物を幾つか採取しておりまして、そちらについても分析のほうを行ってい 

るところになります。ですので、こういった堆積物はどういったものかというところはちょっと 

引き続き分析を行って確認してまいりたいというふうに考えて、現場のほうを進めております。 

以上です。 

 

○河井原子力専門員  

分かりました。ありがとうございます。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 永井専門委員、お願いいたします。 

 

○永井専門委員  

御説明ありがとうございました。 

 簡単な質問なんですけれども、押し出していると、突き崩しているので、中に入っちゃってい 

ると思うんですけれども、今後その中に入ったものがいろんなことの悪さをしないかどうか。３ 

次元的な中身がどうなっているのか、我々やっぱり平面の図で説明いただくだけでは全部分から 

ないところもあるので、そこら辺はどこまで検討されているのか。 

 あと、いろんなものと混じってしまって、その取り出したものの由来がよく分かんなくなっち 

ゃうとかそういうことも起き得ないのか、そこら辺ちょっと御説明いただければと思います。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

東京電力中川よりお答えいたします。 

 ＰＣＶの中に基本的には堆積物は押し出していくといったところを計画しておりまして、ペネ 

内のものは、今回の堆積物除去装置、今後実施します高圧水・ＡＷＪのツールで、基本的にはペ 

ネ内のものは全てＰＣＶの中に押し出すといったところで考えております。 

 右下の４ページの、今度ロボットアームでのアクセスルート構築作業といったところの中で、 

左下の写真、切断前と書いてございます左下の写真になりますけれども、今回の堆積物除去、高 

圧水・ＡＷＪでＰＣＶ側に押し出した際は、このＣＲＤレール上にある程度切り崩したケーブル 

ですとか、そういったものが残るであろうというふうには想定しておりまして、こちらのほうは、 
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高さ的にはテレスコ式装置でのアクセスには影響ないというふうには考えているんですけれども、 

ロボットアームのアクセスには干渉するということで、ロボットアームにＡＷＪツールを取り付 

けて、こちらも取り除いていくという計画で、この試験・検証も準備進めているというものにな 

ります。 

 したがいまして、基本的には堆積物自体は全てＰＣＶの中に押し出していくといったところに 

なりまして、このペデスタルの中ではなく、いわゆるペデスタルの外周、そちらのほうに取り除 

いていくといった形で考えております。ですので、これら堆積物への影響に関しましては、影響 

自体はないものかなというふうに考えているものです。 

以上になります。 

 

○永井専門委員  

分かりました。どうもありがとうございます。 

 あと、もう一つだけ質問させてください。 

 最初にデブリ、分析をするために取り出すのをまずちょっと優先してということなんですけれ 

ども、要はデブリ、かなり場所によって不均一ですし、混ざり方も違うので、代表性というのは 

そんなに簡単ではないと思うんですけれども、どのくらいサンプリングをしていくのか。１回当 

たり数グラムという話が先ほどあったと思うんですけれども、そこら辺はまずどのようにお考え 

なのかちょっと教えてください。 

 

○東京電力 中川ＧＭ  

まず、今回のテレスコでのアクセスというふうに考えると、いわゆる釣り竿をつり下ろしてい 

くという部分ですと、アクセスできる範囲は限られるというふうになりますので、一方で、過去

の２号機の調査、内部調査の中で、ペデスタルの実際底部にある堆積物を把持してつまめるとい

うところを確認してございます。過去の調査で見た限りでは、やはり分布等どうなっているかと

いうのは、それぞれ明確には分かるようなものではございませんので、まずはつり下ろせる範囲

でデブリをしっかり採取してきて成分分析をすると。その上で、今度ロボットアームになります

と、採取の装置、ツールも金ブラシ型ですとか真空容器のタイプを準備しておりまして、そちら

は複数回実施することで考えておりますので、それらを踏まえて２号機の底部のデブリがどうい

った状態かといったところは分析して確認してまいりたいという計画になります。 
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○永井専門委員  

分かりました。ありがとうございます。 

 できるだけ早くロボットアームのほうでもきちっとできるように進めていただければというふ 

うに思います。よろしくお願いいたします。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 他に御意見、御質問等ございませんか。 

 それでは、伊藤課長。 

 

○伊藤課長  

原子力安全対策課の伊藤でございます。 

 私のほうから工程についてちょっと確認したかったんです。 

実は、このロボットアームの開発については、中長期ロードマップの中で２号機のデブリの取 

り出しのツールとしての開発が進められているということで、過去にも開発の遅れで延期になっ

て、また今回も堆積物の除去と関わりがありますけれども、やはりロボットアームの開発がうま

くいっていない、遅れているというところです。 

この開発についてのスケジュール的な工程の管理というのは、例えばどのようにされているの

かというところなんですが、例えば単純に技術で難しいところがあるのか、時間をかければ解決

できるものなのかとかです。 

 今後、開発していくに当たって、この12ページの工程表にも、24年度の後半から25年度とあり 

ますけれども、ここまでの開発として、今後の可能性はどの程度なのかと。工程のいろんな精査 

の部分、いろんなリスクが新たに発生して、見直しが必要になることは分かると思うんですけれ 

ども、その辺、ある程度見込みとか、例えばどういったリスクの解決方法としてこのスケジュー 

ルに反映させていくのかとか、そういったところをどのように管理されているのかというのが１ 

つです。 

 あとは、こういった開発の状況について、やはりデブリの取り出しというのが県民の大きな関 

心事でもありますので、そういったうまくいっていない悪い情報も、やはり県民に対して説明を 

していく、言うべきではなかったのかなと思うんですが、その２点についてお願いいたします。 
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○東京電力 中川ＧＭ  

まず、１点目につきまして、いわゆる開発のスケジュール管理といったところについて、東京 

電力の中川よりお答えいたします。 

 やはり開発するというところの難しさは認識しているところではあるんですけれども、これま 

でも御報告させていただいている中で、今現在ロボットアームですとか、双腕マニピュレータの 

単体試験をやっていく中で、実際にその作業、計画している作業が成立するかといったところの 

検証を進めておりまして、その中で、制御のソフト面ですとか、かつオペレーターの操作性みた 

いな観点で、いわゆるそのツールの形状を改善するですとか、カメラを追設するですとか、そう 

いったところの課題が見えてきたところは改善してきておりまして、そういった点で時間がかか 

っているというような事実があるかと考えておりまして、そこが若干読めない部分で、スケジュ 

ール管理に反映し切れずにスケジュールが延びているという面が実際ございます。その上で、今 

回、ある程度単体での試験・検証のいわゆる作業の成立性は一定程度成立するというところの見 

込みも得られてきておりますので、今後は先ほど申した組み合わせ、アームを双腕マニピュレー 

タが設置されているエンクロージャに組み込んで、その上でもう一度計画している作業のワンス 

ルーを実際やってみて、そこで最終的なチェックを行っていくといったところのスケジュール感 

は、ある程度見込みできておりますので、そこをしっかり管理していきたいというふうに考えて 

おります。 

 一方で、いわゆる意地悪試験と呼んでいるんですけれども、運転中に電源を突然止めてみるで 

すとか、アクセス上に想定外の障害物みたいなもの、過去の内部調査で確認できていないような 

障害物を置いてみて、その状態でしっかりアクセスできるか、検知できるかというような確認試 

験もやってまいりますので、そういった面でまた新たな課題が見えてくることも、そこは想定さ 

れます。そこはしっかり確実に対処していきたいといったところで、スケジュール管理は実施し 

ていきたいというふうに考えております。 

 ２点目のところで、やはり広く県民の皆様のほうにも進捗について適宜お伝えすべきではない 

かといったところにつきましては、そこは我々としましても、アームの試験の進捗につきまして 

は、廃炉・汚染水・対策チーム会合ですとか、そういったところで報告させていただいているん 

ですけれども、そういった課題なり問題点が見えてきたところについても、そこは今後しっかり 

とお伝えできるようにしていきたいというふうに、そこはちょっとしっかりしていきたいという 

ふうに考えております。 
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○伊藤課長  

分かりました。よろしくお願いします。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 他にございませんでしょうか。よろしいでしょうか。 

 それでは、今、専門委員の皆様からの御質問、御意見等の中で、これから行われる高圧水での 

洗浄作業、これにおけるダストの飛散防止ですとか、隔離部屋での作業員さんの安全管理のため 

のダスト管理、こうした御意見もありました。こうした安全面での取組については、確実に行う 

ようにお願いいたします。 

 また、最後に、伊藤課長のほうからは情報発信、あるいはロボットアームの開発の工程管理、 

こういったところについての質問等がございました。これについても、作業工程の段階段階で、 

やはり適時に情報を出していく。それがどういうふうにこの後の工程に影響していくのか、そう 

したことも含めて丁寧に情報発信をしていくというのは非常に大事だと思っておりますので、ぜ 

ひよろしくお願いいたします。 

 それでは、続きまして２つ目の議題に入らせていただきます。 

 2024年度ＡＬＰＳ処理水放出計画の素案等につきまして、汚染水抑制対策の現況の説明と併せ 

て東京電力から20分程度で説明をお願いいたします。 

 

○東京電力 松本室長  

東京電力ＡＬＰＳ処理水対策責任者の松本でございます。 

 まず、私から、資料２－１に従いまして、2024年度ＡＬＰＳ処理水放出計画（素案）及び８項 

目の検討状況についてお話しさせていただきます。 

 冒頭、議長からお話がありましたとおり、現在、測定・確認用設備のＢ群と処理水を分析中で 

ございます。分析結果がまとまり次第、公表させていただくとともに、順調にいけば２月下旬か 

ら第４回の放出を開始する予定です。また、隣にございますＫ４Ｃ群のところでは、第５回放出 

に向けての処理水の受入れを実施中というような状況でございます。 

 それでは、ページをおめくりください。１ページになります。 

 まず初めに、2024年度ＡＬＰＳ処理水の放出計画の素案について、御報告させていただきます。 

 今回素案という形で御報告させていただいた以降、関係者の皆様に丁寧に御説明させていただ 

きながら、年度末、３月の末に確定版という形で決定したいというふうなことを考えております。 
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 2024年度の放出計画のポイントといたしましては、年間の放出回数は７回、年間放出水量は約 

５万4,600㎥、年間のトリチウム量といたしましては14兆ベクレルということで計画をさせてい 

ただきました。 

 それでは、まず初めに、放出の考え方から御説明させていただきます。２ページにお進みくだ 

さい。 

 原則としてトリチウム濃度の低いものから放出するという考え方に変わりはございません。こ 

の原則を踏まえつつ、トリチウム濃度に加えて廃炉に必要な施設や今後のタンクの運用等も勘案 

しながら、年度末に翌年度の放出計画を策定、公表させていただくということになります。 

 また、考慮すべき事項といたしましては、下段になりますけれども、今後いわゆるトリチウム 

以外の放射性物質の濃度が国の規制基準を満足するということはもちろんですけれども、年間の 

トリチウム放出量を減らすために、日々発生分のトリチウム濃度の傾向を踏まえ、翌年度に日々 

発生分と貯留器貯留分のどちらを優先して放出するかを決定すること。当面の間、円滑に放出を 

進めるため、二次処理が不要と見込まれる既貯留分を放出すること。測定・確認用設備へのＡＬ 

ＰＳ処理水の移送作業を考慮し、近いタンクから放出するというようなことを所与の条件として 

考えながら計画を立案していきたいというふうに考えてきました。 

 ３ページにお進みください。 

 今回の策定に当たりましては、先ほど申し上げたとおり、１番、今後発生する汚染水のトリチ 

ウム濃度の見通し、２番、汚染水の発生量、３番、敷地の利用という観点からまとめております。 

 ４ページにお進みください。 

 まず初めに、汚染水のトリチウムの濃度の状況についてお話しいたします。左側が汚染水ＲＯ 

出口入口のトリチウム濃度の推移でございます。事故当初は500万Ｂｑ／Ｌ程度の濃度がござい 

ましたけれども、地下水の流入によりまして薄まってきたこと、または建屋滞留水の汲み上げが 

あったというようなことで増減が見られております。現在は低下傾向にございまして、９月30日 

の時点で約20万Ｂｑ／Ｌというような状況でございます。 

 他方、2024年度は、右側にございます１号機・３号機のサプレッションチェンバと言われる建 

屋側の滞留水を汲み上げる予定がございますので、こちらのほうの関係で今後汚染水のトリチウ 

ム濃度は大きくなってくるだろうということを見越しまして、日々発生する水のほうは、ＡＬＰ 

Ｓ処理後タンクに貯留する方向で計画しております。したがいまして、24年度は既貯留分を優先 

して放出いたします。 

 ５ページにお進みください。 



-20- 

 汚染水の発生量に関しましては、22年度の発生量約１日当たり90㎥をベースに考えております。 

保守的に24年度の汚染水の発生量は、１日当たり110㎥と保守的に仮定しておりますが、こちら 

に関しましては、今後23年度の実績等を見ながら評価をし直すということは考えていきたいとい 

うふうに思っております。 

 また、右側に少し赤い矢印がございますが、現在原子炉注水に１日当たり200㎥を使用してお 

りますけれども、汚染水の発生量が小さくなってきている頃から、その淡水が不足気味でありま 

す。したがいまして、既貯留分のうち処理途上水と言われる、現在、国の基準を満足していない 

水に関しましては、再度淡水化装置の入口に戻して補給をすることによって淡水の確保をしてい 

るというような状況でございます。 

 続きまして、６ページにお進みください。 

 敷地の利用の観点から、２つお話しさせていただきます。 

 １つは、安定的な海洋放出を実現するために、今後日々発生する汚染水及び処理途上水をＡＬ 

ＰＳで浄化することになりますけれども、測定・確認用設備に直接入れる前に、一旦中継タンク 

を設けてＫ４エリアの測定・確認用設備が万が一にも放射性物質の濃度が高くなるというような 

ことがないようにしていきたいというふうに考えています。 

 また、下段のほうにありますが、こちらはＡＬＰＳ処理水を海洋放出する大義でございます。 

今後、燃料デブリの取り出しに向けた施設・設備を計画的に建設していきたいというふうに考え 

ております。 

 まず初めに、２号機の燃料デブリの取り出しの関連施設の建設を予定しておりますけれども、 

現在想定しているＥエリアは現在フランジタンクの解体中でございますけれども、この隣にござ 

いますＪ８、Ｊ９エリアを３号機燃料デブリの取り出し関連施設の建設場所と、加えて24年度中 

にはタンクを空にして解体に着手していきたいということを考えています。 

 ７ページにお進みください。 

 こちらが先ほど申し上げたタンクの位置になります。 

 ちょうど中央下側にオレンジ色の台形で囲ってあるところがＥエリアと言われるところでござ 

いまして、フランジタンクを現在解体しているところです。その右側、方角でいいますと南側に 

なりますけれども、Ｊ９、Ｊ８という少し小さな規模のタンク群がございます。こちらは放出す 

ることによってタンクを空にして、ここを解体し、２号機の燃料デブリ取り出し関連施設に加え 

て３号機用も併設していきたいというようなことを現在計画しています。 

 続きまして、８ページにお進みください。 
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 こちらが2024年度放出計画のそのものになります。８ページ、９ページの連続のページになり 

ます。 

 最初に申し上げたとおり、24年度の放出計画は、年間放出回数７回、放出水量５万4,600トン 

を年間トリチウム放出量としては約14兆ベクレルで計画しています。 

 ８ページ、９ページのそれぞれの量単位で７回分の放出を計画、記載させていただきました。 

 一番上をまず御説明いたします。 

 左側に管理番号というふうに打たせていただいていますが、24－１－５というふうになってい 

ます。今後、複数の放出が続きますので、こういった形で管理番号を打ちます。一番最初の１桁 

目が2024年度の下２桁。それから、真ん中の１は、24年度の１回目。次に５と書いてございます 

のが、トータル累積で５回目という放出になります。したがいまして、次が24－２－６という形 

になりますし、来月予定しております４回目の放出は23－４－４というような形で管理していき 

たいというふうに考えております。 

 24年度の１回目、トータル５回目ですけれども、Ｊ３エリアのＡ／Ｂ群から4,600㎥、Ｊ４エ 

リアのＬ群から3,200㎥、トリチウム濃度、総量という意味では1.5兆ベクレルを４月から５月に 

放出するという形でこの表を御覧いただければと思います。 

 続きまして、６回目がＪ４エリアのＬ群約2,200㎥、Ｊ９エリアのＡ／Ｂ群5,600㎥という形で 

御理解いただければと思います。 

 ページを進んでいただきまして、９ページが最後の５回目、６回目、７回目になります。７回 

の放出のうち、６回分まで、24－６－10までを９月から10月の間に放出をしていきたいというふ 

うに考えております。 

 その後、グレーのところになりますが、点検停止という形で、タンクのＢ群の本格点検を入れ 

たいというふうに思っています。測定・確認用設備のＫ４エリアのタンク群は建設後10年を経過 

してまいりますので、今後こういった本格点検を順次計画していきたいというふうに思っていま 

す。少し長めの点検ではございますけれども、タンク底部の清掃等含めてしっかり見ていきたい 

というふうに思っています。 

 ７回目の放出は24－７－11になりますけれども、来年の３月に予定しております。 

 最後に、10ページになりますが、こちらは先ほど申し上げたタンクの解体についてのお話でご 

ざいます。 

 今回は、Ｊ９、Ｊ８のエリアはタンクの解体対象になりますけれども、いきなり解体を始める 

というよりも、慎重に作業は進めていきたいというふうに考えております。 
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 少し下のイメージ図と併せながら御覧いただきたいのですが、タンク内水を移送いたしまして 

も最後にタンクの底部に残水という形で処理水が残っております。放射性物質をもちろん含んで 

おりますので、タンク内のこの残水を回収した後、タンク内の洗浄をした後、実際には解体とい 

う形になります。 

 解体前には内部の洗浄した後、ダスト飛散対策等を行った上で、真ん中になりますけれども、 

重機や機械を使って順次切り取っていくという形になります。切り取った後は、構内に保管した 

後、機械で減容する、もしくは現在計画している溶融処理等をして、さらに体積を減らしていき 

たいというふうなことを考えているところです。 

 続きまして、11ページにお進みください。 

 こちらは事前了解をいただいた際にお約束してあります８項目の要求事項に対する検討状況、 

作業の進捗状況になります。 

 12ページに８項目の要求事項と、右側に具体的な実施内容という形で書かせていただいており 

ますが、13、14ページのところで進捗状況をお伝えしたいと思います。 

 特に今回の中では、（２）のタンク底部の点検という意味では、先ほど申し上げたとおり、長 

計を踏まえて点検計画を入れてきたというようなところでございます。 

 それから、順が逆になります。その１個上、受入れラインのフィルタユニットについては、仮 

設での移送の際には設置済みでございますが、本格的な設備の設置については24年度下半期以降 

設置していきたいというふうに考えております。 

 それから、（３）のうち、３つ目、取水と放水連続モニタの設置についてです。こちらは昨年 

の６月15日に竣工いたしまして、海洋放出時には運用しておりますけれども、今年度中に二重化 

をさせていただいて、より管理、測定の信頼度を上げていきたいというふうに考えています。 

 それから、（４）保全計画につきましては、こちらは以前の技術検討会、廃炉協にてもご説明 

してございますけれども、今後この保全計画に従ってしっかりと点検をしてまいります。 

 それから、５番目になります。万が一、大きな地震等で測定・確認用設備のタンクが損壊した 

というような場合に備えての状況でございますが、Ｋ４タンク群の連結弁の自動閉化、それから 

エリアの堰の容量の増加については、右側にございますとおり、24年度下半期に実施できるよう 

に今準備を進めているという状況でございます。 

 特に、連結弁の自動閉止と堰の容量増加については、次のページで御説明させていただければ 

と思います。 

 15ページ、16ページが連結弁の自動閉止化の進捗状況です。 
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 こちらは、もともと測定・確認用設備では、連結弁が開の状況で運用している時間が多いとい 

うことで、万が一大きな地震等で損傷した場合、タンクが１基以上の漏えいが発生するというこ 

とで、大きな地震を感知して弁を閉める設備をつくっているというようなものでございます。当 

初、空気の作動による駆動を考えておりましたけれども、この15ページにありますとおり、感震 

器と弁の駆動部をセットで設けまして電動化をしたほうがより安全性が高まるのではないかとい 

うことで、この検討を進めていること、また16ページにございますとおり、加振試験等を加えて、 

さらに安全性の確認をしていきたいというふうに考えております。 

 こちらは、特に開閉をする弁ではなくて、地震が来たときに１回閉めればいいという設備でご 

ざいますので、この弁に直接電池を抱かせて、空気の配管等を引き回しすることなく装置を構成 

したほうがいいだろうというふうな判断を現在しているところです。 

 続きまして、17ページになりますが、こちらはタンクの堰の容量の増加の進捗状況になります。 

 左側にＫ４エリアの写真がございますけれども、赤い線で囲ったところは鋼板による嵩上げを 

行っていきます。 

 それから、右下にブルーのハッチングした箇所については、さらに外堰を拡張したいというと 

ころで、右側にございますが、貯留量に関しましては2,420㎥から5,832㎥まで拡大することによ 

りまして、タンクが損壊して漏えい量が増えたとしても、堰の外に出ていくということを防止し 

たいというふうに考えております。 

 こちらにつきましては、18ページの工程になりますけれども、24年度の下半期には、こういっ 

た受け容量が確保できるというふうな工程で進めてまいります。 

 今後も、この８項目の要求事項に関しましては、既に終わった部分もありますけれども、継続 

的にしっかり対応していきたいというふうに考えております。 

 私からの説明は以上です。 

 

○東京電力 山本部付  

続きまして、資料２－２の汚染水抑制対策の現況につきまして、東京電力山本のほうからご説 

明させていただきます。 

 こちらのほうは、昨日行われました政府側の汚染水処理対策委員会の資料を持ってまいりまし 

た。全て説明するとちょっと時間がかかりますので、ポイント絞って説明しますので、確認あり 

ましたら質疑のほうでお願いいたします。 

 ３ページでございます。 
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 こちら最新の汚染水発生量の状況でございます。 

 先ほどありましたように汚染水をずっと取り組んでいくんですけれども、①としましては建屋 

への雨水・地下水流入量。2.5ｍ盤からの汚染拡大防止、ウエルポイントと言われているもので、 

建屋への移送をしているものが②です。 

 １の項目でもありました低圧水の洗浄ですとか、今後高圧水でやる、あちらはろ過水なんです 

けれども、そういう廃炉作業に伴い移送する量、ＡＬＰＳによる薬注なども10ということで、昨 

年度90ということになっていますが、今年度１月17日時点で約80、ちょっとこれその後に100ミ 

リほどの雨があって、最新の状況も確認したんですが、大きく変わらず約80で、大きなトラブル 

なくいけば80トン程度になるんじゃなかろうかというふうに想定してございまして、４月ぐらい 

にはその状態を整理して、ロードマップである平均的な降雨に対して2025年内の汚染水発生量 

100㎥というのが前倒しで達成できるかどうかということを確認していきたいと思ってございま 

す。 

 ４ページも、まだ途中ですけれども、雨対策も続けているということを示してございます。 

 ５ページです。 

 左側が雨と、その建屋への地下水流入量の関係ですけれども、雨が少ないと、ゼロではなく、  

30とかそれぐらい入るということで、雨の対策と地下水の対策というのを分けて考えていきたい 

ということを考えてございます。 

 ６ページです。 

 こちらこの資料の概要の全体系になってございます。 

 汚染水発生量はどんどん減らしていくんですけれども、大きく雨、今までやっておりますフェ 

ーシング、カバーとかに加えまして、昨年度局所的な止水ということで、今これを行っています。 

こちらを２で紹介いたしまして、そうすると陸側遮水壁、凍土のものも使うことがありますので、 

そちらの状況。あわせて４で、その下側の中長期的な地下水対策と2.5ｍ盤について御説明いた 

します。 

 まず、８ページがフェーシングの状況です。今緑色のところと、カバーは黄色ですね、とやっ 

てございます。 

 ９ページは写真で、10ページへいっていただいて、１号機のカバーですね。ＳＧＴＳ配管及び 

その南面に一部高線量のホットスポットがあったというようなところの状況を踏まえて工程を見 

直してございます。2025年度の夏頃ということで、こちらも安全を優先して進めていきたいと思 

ってございます。 
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 12ページ、地下水の地中部の対策です。建屋間のギャップの端っこですね、端部に止水部を構 

築するということを検討してございます。 

 13ページが、ただ穴を掘るというのではなく、しっかり管理をして、その横方向、貫通部にも 

行かないように管理してございます。充塡も、過去にありました、どんどん充塡して建屋内の一 

部の機材をそのまま埋めるような、そういうようなことがないように打設も管理してございます。 

 14ページが、その１年前は構外で３メートル程度規模やったんですけれども、やはり実規とい 

うことで、10メートル、30メートル規模の試験をしてございます。こちらもう終盤戦でございま 

して、１－１、１－２で手順確認して、２－１、２－２の施工を今やってございます。 

 その状況が16ページですね。こちらは右側が５号機のタービン建屋と原子炉建屋の間を可視化 

したものですけれども、ペケで書いてあるところが建屋の貫通部です。横から地下水が入ってき 

て、貫通部などに地下水が触れて建屋へ流入しているんじゃないかという想定をしていますので、 

その両端に赤色の部分で止水をしているということを示してございます。貫通部に当たることな 

く、赤がすぐ設置できていること。真ん中の上のグラフですけれども、打設に関しても、打設上 

昇量が上がらないと一時中断して、内継手処理をして、また最後のところのＧＬゼロまで上げて 

いるということを示してございます。今後、まだこちら年末から年始にかけて終わったばかりで 

すので、データなどを評価してまたお示ししていきたいというふうに考えてございます。 

 17ページ、来年度です。３号機を一応目指して、やはり今５号機・６号機で装備とかも変わり 

ますんで、一番地上からアクセスしやすい４－３でもう一度手順再確認して、３号機に至ってい 

きたいということで、25年度に向けてやってまいります。その後、他号機も28年度に向けてやっ 

ていきます。 

 そのような対策を踏まえて各号機、18ページの雨がきいているのか、地中部がきいているのか 

ということを各号機分析しながら、対策の優先順位も適宜見直していきたいと思ってございます。 

 19ページからが陸側遮水壁の予防保全です。 

まず、20ページが、こちら建屋山側の内外、陸側遮水壁外と中の内外水位差です。生データな 

りは参考資料載せていますけれども、大体４メートルから５メートルぐらいの水位差を凍結完了

からずっと保持しているということを示してございます。 

 21ページは、そのほかの設備、やはり当初、正直設定していたものよりも長期間の使用になっ 

てきているのは事実でございます。そういうところで冷却設備、ブライン供給管などの一部点検 

部材、当然消耗品などの部材交換などを行ってございます。基本は全て交換可能な設備なので、 

皆様に御心配かけることなくしっかり管理していきたいと考えております。 
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 22ページは、一昨年にそのブラインが継手から漏れたというところで、450か所の継手を全部 

確認して、赤色がやはり開きが大きかったところでございまして、そういうところの原因を分析 

して、今後の点検、予防保全に生かしていきたいという取組をしている状況を御紹介しているも 

のでございます。 

 最後に４のところです。今まで、24ページ見ていただくと、雨対策というのは非常に中心にフ 

ェーシングなり屋根対策をしてまいりました。やはりそうすると冬の小雨期に関しては雨対策し 

ても減りませんので、地中部の対策を提案して今進めているところでございます。最後に残るの 

は震災直後に海水配管トレンチなどから漏れた、2.5ｍ盤の周辺から汚染拡大防止で、このＷＰ 

と書いているウェルポイントの対策をちょっと新たな施策として今から考えていくということを 

示したもので、まだ具体的な計画は今からでございます。 

 25ページは、今、そのための一つの、当然建屋周りもあるんですけれども、我々地下水の水質 

は持っているんですけれども、やっぱり地盤の線量、深さ方向ということをターゲットに今ボー 

リング孔などを使って調査をし始めました。また、こちらもデータなりが出たら、適宜御報告し 

ていきたいと思ってございます。 

 そのような状況を踏まえて、今まずあるものをしっかり使って、26ページ、解析的な予測です 

けれども、まずは建屋流入量が小雨期にはもうほとんど入らないというような世界をまず目指し 

ていきたいと。当然残った雨対策は継続してやっていくんですけれども、それと踏まえて今後検 

討していくウェルポイントの汲み上げ量と呼んでいるものをどう減らしていくかというのを解決 

しないと汚染水対策が最後クローズしないかということでお示ししたものでございます。 

 27、28ページは、今の解析モデルで、建屋止水だけやったら終わるのかというのを方向性を探 

るために解析した結果例を示していますが、やはり海側の対策もないと駄目だなということを確 

認した結果でございます。 

 説明以上です。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは専門委員の皆様、市町村の皆様から御意見、御質問をいただきたいと思います。ウェ 

ブ機能での挙手をお願いいたします。 

 それでは、柴﨑専門委員、どうぞ。 
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○柴﨑専門委員  

まず、最初に来年度というか24年度の放出計画の部分で２つ質問したいと思います。 

 ７回放出するということですけれども、スケジュール的に見ると、４月から10月ぐらいまでほ 

ぼ連続して７回のうちの６回を放出すると計画されていると思うんですけれども、その理由が、 

先ほど冬の期間は割と時間をかけて点検するということであったかと思います。けれども、割と 

集中的に４月から10月ぐらいにほぼ連続して６回放出するというのは、何か風評とか、あるいは 

実際海洋への影響とかから考えてどうなのかという県民の声に、どのように説明するのかという 

ところが１つの質問です。 

 それから、もう一つは、日々発生する汚染水というのが来年度も出るということですけれども、 

それをどこに保管するのかという説明がなかったと思いますので、日々発生する来年度の汚染水 

を，今の計画ではどこに保管、どこのエリアに保管するのかを教えていただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○東京電力 松本室長  

東京電力松本からお答えさせていただきます。 

 まず、今回の計画は、御質問にあったとおり、６回分が上半期10月まで、ある程度連続して放 

出するということになります。こちらは、御質問の中にあったとおり、風評、それから海洋とい 

うような観点よりも、むしろ我々技術方として、やはり点検期間をまとまった期間用意したいと 

いうところと、放出する後のところの後半の質問にもつながりますけれども、空きタンクを確保 

していきたいというような２つの面がありまして、この時期にセットしたというような状況でご 

ざいます。 

 後半の質問にございますとおり、現在、用意してある計画量137万㎥の処理水は、今後の処理 

水の発生量のスピードにもよりますけれども、大体年度末から来年度の前半ぐらいには使い切る 

予定でございます。したがいまして、その後発生してくる処理水に関しましては、現在空になっ 

ているＫ４のＥ群、それから今回移送したＫ３のＡ群といったような形で、順次空になっている、 

空といいますか移送が終わった後のタンクに放出を続けて、放出といいますか貯留をするという 

ような計画でございます。 

ちょっと今日、御説明し損ねていますけれども、今回５万4,600㎥の放出を行います。他方、  

24年度の増加分という意味では約４万㎥ということが予想しておりますので、差し引き１万 

4,000㎥程度が純減という形になります。少しこういう純減を今後計画的に用意しつつ、実際の 
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タンクの解体と日々発生する処理水の受入れということを両立させていく必要があるというふう 

に思っています。以上でございます。 

 

○柴﨑専門委員  

それと、あともう一つの質問ですが、その空にしたタンクを解体する場所が今後の取り出 

したデブリの保管場所ということなんですけれども、これまでに発生した2022年や2021年の余震

等で、タンクエリアでかなり被害の起き方が違っていたと思います。今後取り出したデブリを保

管する場所として、今想定しているタンクを解体するエリアというのは、地盤としてはいい場所

なのか、どういう評価でその場所を選んだのでしょうか。 

 

○東京電力 松本室長  

松本からお答えします。 

 地盤という意味では、今回まず選定に当たりましては、特に高線量の物を置くということから 

考えまして、敷地の境界に近くないほうがよいだろうということで、敷地のほぼ中央といいます 

か奥まったところに用意していくことがいいんではないかということで、まず敷地境界線量に与 

えるという観点から選んでいます。 

 また、本格的にデブリ並びに使用済燃料を置くということになりますと、規制基準に従った必 

要な耐震設計を行って置きますので、地震に備えてもちろん地盤の強化をした上で物をつくると 

いう形になる予定でございます。以上です。 

 

○柴崎専門委員  

それから、最後に、地下水の将来のことというか汚染水対策のことで１つ質問があるのですが、 

資料の24ページですかね、２－２の24ページの上のほうに「極力パッシブな対策による管理を目 

指していく」という言葉があるんですけれども、この極力パッシブな対策による管理という言葉 

の意味がよく分からなかったので、これがどういうことなのか説明をお願いします。 

 

○東京電力 山本部付  

東京電力山本でございます。 

 今の管理というのはサブドレンでいいますと、例えばその設定水位を監視及び水質を見て排水 

基準及び浄化基準のその設備がどうか、また浄化設備の設備の管理などを行ってございます。陸 
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側遮水壁につきましても、地中温度及びそこのブラインのオンオフとか、そういう人の手を入れ 

る操作をしているんですけれども、パッシブというと、基本的には例えば物理的な壁で状態を監 

視だけして操作はしないというようなところを一つの定義として考えておりますけれども、完全 

に監視だけというのは難しいとは思うんですけれども、そういうのを目指して極力人の手で操作 

というものをなしに監視だけで継続できるようなものを考えていきたいという意味でございます。

以上です。 

 

○柴﨑専門委員  

分かりました。ありがとうございました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、原専門委員、お願いいたします。 

 

○原専門委員  

どうも御説明ありがとうございました。 

 よく分かりました。この時期にやっぱり年間の計画みたいなものを出していただけると、こん 

な感じかなというのがよく分かって、皆さんもよく理解していただけるんじゃないかと思います。

この７回ぐらいの勢いでいくと、日々発生するものを除いたら50本程度タンクがなくなるわけ 

ですから、30年経ったらなくなるのかなと思うんですけれども、日々発生するものと差し引きだ 

と１万4,000残ると。１万4,000ぐらいしかできないという話になっていて、やっぱり日々発生す 

るものを抑えてもらうのはまだまだやってもらわなきゃいけないのかなというのはよく分かりま 

した。 

 それで、このペースですね、この７回というのを大体こんな調子でずっといくんじゃちょっと 

追いつかないなと思うので、どこら辺がネックになっていて、どこら辺をどういじったらどうい 

うふうになるということの見通しはどんなふうに立てていられるかということをちょっと披露し 

ていただきたいなと思います。 

 

○東京電力 松本室長  

東京電力松本からお答えさせていただきます。 

 今回こういった計画になりましたのは、９ページにございますとおり、測定・確認用設備のＢ 
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群タンクの本格点検を入れているというところになります。したがいまして、今後同じような時 

期に建設したＣ群・Ａ群も同様の点検が必要というふうに考えておりますので、当面３年間ぐら 

いはこのペースかなというふうに思っています。ただ、実際には、今回こういった本格点検をや 

りますけれども、期間の習熟効果ですとか、点検内容がより明確になってうまくできるというこ 

とがあれば、もう少し縮めることは可能かというふうに思いますが、こういった点は、年度ごと 

に放出計画を作っていく際にしっかり見極めていきたいというふうに思っています。 

我々としては、安全を確認しながら慎重に放出するということで、やみくもに頑張るというこ 

とではないようにしていきたいというふうに思います。 

 他方、こういった一連の点検が終わりましたら、大体稼働率８割程度の運用が可能ではないか 

というふうには見ておりますので、そういったところからペースは少し上げられるのかなと思っ 

ています。 

 ただ、いずれにしましても、年度単位でやっぱり発生量、それから必要とする設備をどういう 

ふうな建設していくかという、タンクを解体した後の利用計画もございますので、そういった点 

をよく判断する必要があろうかとは思っています。 

以上です。 

 

○原専門委員  

タンクが1,000トンタンクになってからタンク容量も上がって敷地面積も減ったと思うんです 

けれども、前のフランジのときの敷地なんていうのはすごく効率悪く、広く取れるというような

こともあるんで、そんなことも加味していこうということでしょうか。 

 

○東京電力 松本室長  

はい。タンクの解体の面からいきますと、やはり後になるほど上手につくったというところあ 

ります。それゆえに結構密に作ったというところもありますので、そういう意味では解体に当た

っては、やはり解体する手順ですとかもよく考えていかないと、下手に密に並んでいますので、

慌てて隣のタンクを壊したというようなことのないようにすることも必要だというふうに思って

いますので、この辺はやっぱりＪ８、Ｊ９等やりながらよく考えて手順等も確立していきたいと

いうふうには思っています。 

以上です。 
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○原専門委員  

これだけ放出で、風評被害も目立った大きなものはないというような様子ですので、県民とし 

ては、自分たちの安全のこともありますけれども、東電さんが思うようにこういうものが進んで

いくということは応援したいというふうな気持ちもあると思いますので、ぜひいろいろと工夫を

重ねていただいて進めていっていただきたいなと思います。よろしくお願いします。 

 

○東京電力 松本室長  

ありがとうございます。 

 おっしゃっていただいたとおり、目立った風評等はない、もしくは少ないというふうに思いま 

すけれども、何かあったら私どもがきっかけとなって風評になることは避けていかなきゃいけま 

せんので、この放出に当たりましては、解体等も含めて安全第一で進めたいというふうに思って 

います。ありがとうございます。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、百瀬専門委員、お願いいたします。 

 

○百瀬専門委員  

百瀬です。丁寧な御説明ありがとうございました。 

 ＡＬＰＳ処理水の放出計画に関連して、タンクを計画的に解体していくというお話もいただき 

ました。それはとても重要なことで、今のご説明のとおり、安全に計画的に進めていただきたい 

と思います。 

 溶接型タンクについての質問ですが、溶接型タンクの解体をする場合は、その使用経歴が重要 

だと思いますが、汚染した経歴、あるいは汚染水を受け入れた経歴があるタンクもあるというこ 

とでしょうか。 

 それから、２つ目の質問ですが、そういった経歴のあるタンクの残水の処理、これ10ページの 

ところに参考で示されているとおり、作業のこういったステップを計画されているということで、 

これは大変重要なことだと思うんですが、残水を処理する、要するにタンク内の除染をするプロ 

セスでもそれなりの水が出てくると思います。そういった場合にはその排水の処理は、どのよう 

な形で行うか、御教授いただきたいと思います。 

処理水になるように処理されていくことだと思いますけれども、タンクの除染をするためには、
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十分な水量を確保する必要があるのではないかという趣旨の質問でございます。 

 それから、３つ目の質問ですけれども、タンク内での沈殿、スラッジなどの沈殿物は、今のと 

ころどのような状況なのか、それからその洗浄には難しい作業もあるかと思いますので、場合に 

よっては必要な研究開発とそれらの成果を取り入れて、適切で、安全な方法を選んでいただくと 

いうようなこともお願いしたいと思います。 

 以上、３点ですが、よろしくお願いします。 

 

○東京電力 松本室長  

東電松本から回答させていただきます。 

 まず、1,000基を超えるタンクが今ＡＬＰＳ処理水、それから処理途上水を貯留しております 

けれども、それぞれどの時期にどういった素性の水を貯留しているかというのは我々把握してお 

りますので、放出計画をつくるとき、それから解体するときに、どんな内容物だったのかという 

ことを踏まえながら解体する手順、それから慎重さの度合い等は決める必要があろうかというふ 

うには思います。 

 それから、百瀬専門委員おっしゃるとおり、これ洗浄には水を使います。当然、この洗浄した 

水、それから中に入っていた、くっついていたものも含めて廃液として我々回収していきますけ 

れども、こちらはもう一度ＡＬＰＳで浄化した上で貯留するというプロセスを踏みます。したが 

いまして、洗浄の方法も水が多ければやりやすいとは思いますけれども、かえって再浄化する水 

が増えていきますので、そういったところでは洗浄の方法についても、洗浄の効果と廃液として 

出てくる水の量をいかに両立させていくかというところがポイントではないかというふうに思っ 

ています。Ｊ９、Ｊ８で今回本格的に解体着手しますけれども、手順のほか、こういった洗浄水 

の量等も検討課題という形で認識しています。 

 それから、沈殿物も、いわゆるＡＬＰＳ処理水という形で国の基準を満足しているような水は、 

ほとんど沈殿物がないというのが現状です。ただ、過去に、故障中の処理水を受け入れてしまっ 

たですとか、そういった告示濃度限度比総和でいうと比較的高い水は、多少なりともこういった 

沈殿物あろうかと思いますし、もう放射性物質でございますので、沈殿物についてはしっかりさ 

らうというようなことが必要になろうかと思いますが、これは事前に１問目で申し上げたとおり、 

性状等を把握しておりますので、それを踏まえて最後タンクの中を直接目視することで確認しな 

がら作業を進めたいというふうに思います。解体に当たると、やはり放射性物質を漏出させてし 

まうリスクが高まりますので、そういったところは手順、それから事前の準備等で備えていきた 
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いというふうに思っています。 

以上です。 

 

○百瀬専門委員  

ありがとうございました。 

 私、沈殿と申し上げましたけれども、沈殿とそれからタンクの壁面への沈着ですね。こうい 

ったものも、しっかりと洗浄するということと、それから廃棄物の低減と安全の追求には、二律 

背反の部分もあると承知していますので、今松本室長がおっしゃったような形で進めていただけ 

ればというふうに思います。研究開発の必要があれば、適切に進めていただければと思います。 

 以上です。ありがとうございました。 

 

○東京電力 松本室長  

承知いたしました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、続きまして、中村晋専門委員、お願いいたします。 

 

○中村晋専門委員  

説明どうもありがとうございました。 

 資料２－２の汚染水対策について、ちょっと伺わせていただきたいんですけれども、比較的高 

密度に注水井や、井戸が配置されていますが、建屋内への地下水の流入等について、我々２次元

断面としてその地下水の位置というか、地下水位を見ています。空間的に様々な対策の後にどの

ように変化しているかということも、効果を評価するという意味においても非常に重要ではない

か。つまり、今後効果を評価するということについて、数値解析の重要性というのも考えられる

わけですが、地下水の空間的な分布が、今現状としてどのようになっていて、それが対策を施し

た後にどのように変化しているかということについても評価することが必要ではないかというふ

うに考えています。現状の地下水位の、井戸の空間的な分布だけだとその評価は難しいのではな

いかなというふうに考えられます。その辺はどのようにお考えでしょうか。 
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○東京電力 山本部付  

資料の40ページに今の計測している地下水位の配置をしてございます。この状態を実測及び数 

値解析で、概ね今ちょっとこの図だと見にくいんですけれども、陸側遮水壁等々青色を示してい

ますけれども、こちらを横断しているＫ排水路ですとか、ほかのダクトから地下水が一部流入し

ていることと想定してございまして、その結果、１号、２号側が若干、山側左下部分ですかね、

40ページの、そこが水位が高くて、比較的３、４号側は低いというような状態になってございま

す。ちょっとまだ分布などは本日の資料になくて申し訳ございません。 

 あとはもうサブドレンでその境界条件というか、強制的に人為的に引いていますので、サブド 

レンとの水位差によってその流入などということで、当然その流入が少なくてサブドレンが機能 

していればサブドレンと同じところまでぐっと地下水下がってきますので、そういうような着眼 

点でもデータ見てございます。ちょっとその辺、またまとまるような機会ありましたら、個別を 

含めて御説明できる機会あれば説明していきたいと思います。 

 やはり今見ているのは、雨ですね。雨によってすごい一部の建屋の屋根の排水を周辺、陸側遮 

水壁の中に排水していますので、非常に大きく水位上昇する場所もあります。そういうようなと 

ころに関して、今後フェーシングなりいろいろな対策をしていくことで、水位上昇、雨に伴う地 

下水上昇というのがどの程度抑制されたかというものも見ていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

 

○中村晋専門委員  

ありがとうございます。 

サブドレンで排水しているところというのは、そこまで地下水位が下がるわけですが、ドレ

ンとドレンの間というのも非常に重要ではないかというふうに考えています．その観点で、今空

間的な分布についても把握しておられるというふうに言っておられたので、ぜひそういった資料

についても、こういった場で説明するなどの機会を設けていただきたい。 

どうもありがとうございました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして田上専門委員、お願いいたします。 
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○田上専門委員  

田上です。ありがとうございます。 

 資料２－１の８ページに計画が書いてございます。それで、ちょっとお願いといいますか、さ 

すがにこれはどうなんだろうと思いましたのは、７、８月に１回放出があると。これ県民の感覚 

というか国民の感覚だと思うんですが、７、８月は夏休みで海を使う。私は、全然汚染が影響し 

ないというのは分かっているんですが、心情的な問題です。そんな流れているときに海を使うか 

と言われると、やはりここは避けようかなと思ってしまう人がいるんじゃないかというふうに私 

は思います。それは安全だ安全だと我々が言うことは可能なんですけれども、それでも難しかろ 

うということは避けられないので、まず配慮が必要なんじゃないでしょうかと思っております。 

ですので、お願いとしては、６、７月に関してはもうできるだけ６月に寄せる。７、８月の分 

は、可能であれば避けてほしい。８、９月分に関しては、できるだけ後ろに送るということをし

ないと、前回2023年度で大丈夫だった理由は、恐らくは夏休みシーズンのかなり後ろのほうで放

出が始まったので、あえて地元の方も飲んだというところもあろうかと思います。これわざわざ

当ててくるというのはやはり心情的に合わないというふうに私は思いますので、検討いただけま

せんでしょうかというお願いです。 

以上です。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、回答お願いいたします。 

 

○東京電力 松本室長  

東京電力松本です。 

 原専門委員の御質問にもありましたけれども、今回の放出計画は、やはり安全の確保を第一に 

しつつ、設備の点検のためにまとまった期間を、こういった時期にやりたいという純技術的とい 

いますか、設備を管理する側の考えで決め、素案として提示させていただいたところです。 

田上専門委員がおっしゃるとおり、いろんな御意見等がまだまだこれから出てこようかと思い 

ますので、少しそういった御意見を踏まえながら、しっかり検討させていただければと思います。

ありがとうございます。 

 付け加えて申し上げれば、専門委員は先ほど質問の中でも御存じのとおりですけれども、やは 

り安全を第一、もしくは安全を無視した放出は決してやってございませんので、そういう意味で 
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は、私どもとしては、その方針に変わりがない中でどう対応すべきかというところを考えてまい 

りたいと思います。 

以上です。 

 

○田上専門委員  

よろしくお願いいたします。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、続きまして、永井専門委員、お願いいたします。 

 

○永井専門委員  

御説明どうもありがとうございました。 

 ２つあるんですけれども、１つはちょっと簡単なほうで、さっきちょうど画面共有で出たとこ 

ろでもあるんですけれども、４回目の放出のところだけ、放出量のベクレル数の幅が随分ほかの 

と比べてあるんですよね。ほかは１割くらいなんですけれども、倍くらい幅が、何か濃度がよく 

分かっていないのか、それは何ででしょうかというのはちょっと一応確認したい。 

他のところは例えば３回目のだと16～18万ベクレルですね。だけれども、７、８月やつは16～ 

31万ベクレルとちょっとかなり幅が多いので、これはどうしてでしょうかというのが１つ目の質

問です。 

 それから、もう一つ、凍土壁なんですけれども、開始直後はいろんな困難もありながらも非常 

にうまく流入を減らして、これだけ減ってきているわけですけれども、やはり正月のああいう地 

震みたいなのを経験すると、やはり何らかのところで、凍土壁壊れる、あるいはうまく冷却され 

なくなって中に流入すると。そういうようなことをどの程度、なるべく具体的に想定されている 

のかと。仮に、流入量が今減るのを想定して放出量とあと何年間でどれくらい減るというのをい 

ろいろ想定してタンクも減らすという話をしているわけですよね。それ流入量増えてしまえば、 

それもう全く前提が崩れるわけなので、そこの対策は非常に今後、特に放出を今始めている段階 

では気にしなきゃいけないところだと思うんですが、そこら辺どのぐらい検討されているのか。 

 以上、２点質問です。よろしくお願いいたします。 
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○東京電力 松本室長  

前半の質問は松本から回答させていただきます。 

 これ表の書き方が悪かったと思います。こちらは、16～31という、何かここのあたりにあると 

いうことではなくて、Ｋ１エリアのＣ・Ｄ群のトリチウム濃度が16万、Ｇ４南エリアのＣ群が31 

万という、この２種類の濃度を「～」という形で結んでしまったので、専門委員のような解釈さ 

れたのかと思いますが、これ全部上の段の濃度が最初の数字、後ろの段のタンクが後の数字とい 

う形になります。 

したがって、９ページを見ていただきますとおり、Ｇ４エリアの南、Ｇ４南エリアというのは、 

比較的30万ベクレル台のタンクになっておりますので、５回目、６回目は30と35、６回目は34と

35という形です。４回目は確かにＫ１が16で、Ｇ４南が31ですので、こういった形になります。

トリチウムの総量はそれぞれの容積に16万、あるいは31万を掛けたので、1.7兆というような形

で評価をさせていただきました。ちょっとここは表現の仕方、見直させていただきます。 

ありがとうございます。 

 

○永井専門委員  

そうですね。私も勘違いした。Ｂｑ／Ｌのところですよね。 

「～」と書くとどういうことなんだろうとちょっと思ってしまうので、そこ誤解のないように 

よろしくお願いします。 

ありがとうございます。 

 

○東京電力 山本部付  

陸側遮水壁及びほか耐震及び自然災害に関してですけれども、またこれ2013年のときの採用時 

の議論ではあるんですけれども、瞬間的に陸側遮水壁及び物理、コンクリート、鉄製などのとこ

ろが破断した場合においても、陸側遮水壁は、一般的な地中部でありますと、完全にブラインが

止まっても、一、二ヶ月はそのままになるというところで、破断したところも自己修復をしなが

らやっていくだろうというところが、楽観的ではあるんですけれども、そういうようなところで

陸側遮水壁の採用に至ったということの経緯がございます。 

 サブドレンほかに関しては、移送配管、まずは内側に関しては、日本海溝に関する防潮堤につ 

きましては、今、今年度末から来年度始めのところのその機能発揮を目指してやっておりますの 

で、中のほうに津波が来るようなことはないんですが、2.5ｍ盤にサブドレンなりの集水設備が 
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ございますので、そちらもまず津波に関しては高台に移転することを考えてございます。 

 今そういう中で、津波に対して逼迫性があるというところで対策を検討していっているんです 

けれども、この防潮堤の中の耐震性につきましては、まだちょっと今後検討していかなきゃいけ 

ないところは、特にドレンの配管なり本当に復旧がその一、二か月の間でどうやっていくかとか、 

そういうようなところまではまだできておりませんので、御指摘ありがとうございます。 

ちょっと現場と含めて復旧計画というんですか、そういうのと予備品の確保なりそういうもの 

がどの程度あるかなどもちょっと詰めていきたいと思います。 

ありがとうございます。 

 

○永井専門委員  

どうもありがとうございます。私もそういうふうに考えていまして、想定はやっぱり想定なん 

で、何か起こり得るということが教訓でございますので、一、二か月の間に、もっている間に何

とか、どういうふうにバックアップ体制を取るかというようなことをよくお考えになって進めて

いただければと。水がまた増えてから、タンク壊しちゃった分ということあってもやっぱりしよ

うがないですので、そういうところも含めて解体等のこともセットで考えていただければと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 続きまして、田中専門委員、お願いいたします。 

 

○田中専門委員  

田中です。 

 汚染水抑制のほうの件でちょっとお聞きしたいことがありまして、建屋周辺は結構フェーシン 

グとかで減ってきたということなんですけれども、ちょっと先ほどの質問の回答であったと思う

んですけれども、建屋の上に降った雨がどこにどういうふうに行っているかみたいな分析とい

うのはできているんでしょうか。多分、先ほどの質問の回答で、一部は地下に行っているみた

いな話もありました。それから、資料の中には屋根が壊れていて、そこからしみ込んでいるよ

うなものもあるみたいで、今後その辺の修復が必要だとかいうこともあったので、一番いいの

は多分凍土壁の外側に移送しちゃえば、雨水もそういう問題にならなくて済むと思うんですけ
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れども、地下に行っちゃうと、またそのあたりで汚染物質の接触とかがあると、さらに汚染水

になってしまうと思うので、そのあたりの降った雨がどこにどれぐらいどういう割合でどこに

行っているかみたいな分析というのは、どうなんでしょうか。 

 

○東京電力 山本部付  

東京電力の山本でございます。 

 資料の８ページ見ていただきますと、基本的には全部、過去の構造及び震災後に片づけたもの 

のもので、屋根排水というものがどこに行っているかというのはある程度つかんでおります。ち 

ょっとまとめた資料がなくて恐縮なんですけれども、１号タービン上屋、２号タービン上屋、３ 

号タービン上屋、４号タービン上屋というのは、震災後に除染なりをしましたので、全てこちら 

は凍土の中で排水してございます。３号リアクターの上屋に関しても、そのカバーなりをドーム 

カバーなども含めて周辺に排水しております。 

 震災前から２号リアクターなどは、Ｋ排水路のほうに行ってございます。こちらは周辺のフェ 

ーシングなり、そういうものを片づけてダストが回らなくなった場合に、本当に排水路とつなぐ 

ことがいいのかというのは、関係者なり含めてよくよく考えていきたいと思ってございます。ま 

だ、2016年、７年ぐらいからずっとやっておりますけれども、やはり最初きれいだったものでも、 

まだまだ外に粉じんなり舞う状態ですと、またフォールアウトが落ちてきますので、そういうよ 

うなのを浄化しながら考えていきたいと思います。 

 今、屋根の大体３分の２くらいは、陸側遮水壁の中に雨水排水をしているような状態でござい 

ます。以上です。 

 

○田中専門委員  

できればそのあたりもまとめて何か資料とかでいただけるといいかなと思います。 

 

○東京電力 山本部付  

はい、承知しました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 他に委員の方から御質問、御意見等ございませんか。 
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それでは、伊藤課長。 

 

○伊藤課長  

原子力安全対策課の伊藤でございます。 

 まず放出の計画についてですけれども、今までは測定エリアのタンクからの放出ということで 

したけれども、今年の４回目以降はタンクからの移送も伴ってくるということです。 

来年度は、まさにその移送をして、測定をして、放出という手順になります。 

一方で、日々発生する分はＡＬＰＳで処理をして受入れタンクに入れるということで、そうい 

った移送に伴うところがかなり複雑になってくるんだと思いますので、その辺で、漏えい等のト

ラブルがないように、あとは間違って水を取り違えるようなことがないように、徹底した管理を

お願いしたいと思いますので、その辺のところも計画の資料編の中で、移送のトラブル防止の配

慮とか、追加していただければなと思います。 

 あと、タンクの解体についてになりますけれども、やはりデブリ関連施設をつくるとなると、 

一定程度中期的な計画もあるのかなと思います。今回放出計画、令和６年度に合わせてタンクの 

解体が出てきましたけれども、やはり敷地の利用というのは、この海洋放出の目的の一つでもあ 

りましたので、もう少し中期的な計画と土地利用、タンクの解体、それも含めて今後示していた 

だければと思います。 

以上です。 

 

○東京電力 松本室長  

東京電力松本です。 

 伊藤課長おっしゃるとおり、今後はＫ４タンク群のほうに処理水を移送するほう、それから 

日々発生する処理水をタンクのほうに移送するほう、行きと帰りが並行して行われるという形に 

なりますので、漏えい対策等はしっかりやっていきたいと思いますし、今回のような技術検討会、 

廃炉協等でこの資料の中にも盛り込んでいきたいというふうに考えております。今日は準備がで 

きていなくて申し訳ございませんでした。 

 それから、敷地の利用計画でございますけれども、おっしゃるとおり、特に25年度以降の計画 

になりますと、いよいよ本格的にそういったことを表していく必要があるというふうに思ってい 

ます。実際のデブリの取り出し工程等も見えてくる時期でもありますので、そういったことと併 

せて敷地をどういうふうに利用していくか。かつ、このタンクは結構濃度も、二次処理が必要の 
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有無の水も結構まばらに存在しているのが実態でございますので、どのエリアを解体したいので 

どういうふうな移送計画をするんだ、あるいはそれに伴う放出計画をどうするんだというところ 

も併せて今後検討させていただいて、25年度計画の中には反映していきたいというふうに思って 

います。 

ありがとうございます。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、２つ目の議題の部分につきましては、専門委員の方から、まず１つ、放出計画の素 

案につきましては、放出の時期について意見がございました。このあたりにつきましては、これ 

から計画の案の取りまとめをされると思いますが、先ほどの専門委員からの意見も踏まえて検討 

していただければと思います。 

 それから、２つ目のタンクの解体の部分に関しましては、地盤の安全性、あるいは解体の手順 

の関係、あるいは解体における除染洗浄における水の確保、廃液の管理の話、それから移送のト 

ラブル防止、中長期的な敷地利用の計画、こういった点についてそれぞれ専門委員の方から御意 

見がございました。今後の取組に当たって、これらを踏まえた取組の充実・強化、それから進捗 

等をお願いしたいと思います。 

 そして、３つ目としましては、汚染水の発生抑制対策について、地下水位、それから雨量、こ 

うしたものとの関係についても資料の提供等の御意見がございました。今後の廃炉協、あるいは 

様々な会議の場面においてお示しをいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、最後の議題に移りたいと思います。 

 ３つ目ですが、増設ＡＬＰＳ配管洗浄作業における身体汚染発生に係る対応につきまして、初 

めに東京電力から再発防止に係る取組状況の説明をいただきたいと思います。そして、その後、 

引き続き、原子力規制庁から当該案件に係る保安検査の実施状況について説明を受けたいと思い 

ます。その後、専門委員の皆様から御質問をお受けしたいと思いますので、よろしくお願いいた 

します。 

 それでは、初めに東京電力から10分程度で説明をお願いいたします。 

 

○東京電力 太田ＧＭ  

東京電力太田のほうから、資料３－１に基づきまして御説明させていただきます。 
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 前回協議会で御報告した内容以降の対応状況について御説明いたします。 

 右下１ページは目次ですので割愛いたします。 

 ２ページ目、御覧ください。事案の経緯でございます。 

 ２名の方が被水しまして、身体汚染をしたと。一番下のポツを御覧ください。 

この２名の方については、皮膚の等価線量のほうを評価いたしまして、年間の線量限度500ミ 

リシーベルトを超えないこと、あとは実効線量については、福島第一の規則18条第十三号に規定  

される５ミリシーベルトを超えないということを確認いたしました。 

 右下３ページ目は飛ばさせていただきます。 

 ４ページ目、お願いいたします。こちら表でまとめております。 

 作業員さん５名、このときに従事しておりました。この５名の方につきましては、2023年度累 

積線量を評価した結果をまとめておりまして、皮膚の等価線量は線量限度である年間の500ミリ 

シーベルトを超えないということを確認したものでございます。最も数字が大きかったのが作業 

員Ａの方で、皮膚の等価線量88.3という評価の結果になってございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 こちらは、当該作業、10月25日における実効線量を評価したものでございます。福島第一の18 

条十三号に規定される５ミリを超えないということを確認したもので、最も数字が大きかったの 

が作業員のＡの方、0.9ミリシーベルトという評価の結果でございます。 

 ページをおめくりください。 

 右下６ページ目でございます。 

 今回の事案の要因と対策に向けた考察ということで、まず今回の事案、改めて直接の要因とし 

ては３つがございました。１つ目が水圧の急激な変化ということで、弁操作による配管の閉塞、 

あと２つ目、不十分な固縛位置、３つ目が不十分な現場管理体制・防護装備ということでござい 

ました。 

 次のページ以降で、今回の事案の要因と対策に向けた考察ということでまとめております。 

 まず、考察の１つ目、７ページでございます。現場ガバナンスの観点ということで、今回１つ 

目のポツであるように作業班の体制、あるいは防護装備が防護指示書のとおりに満足していると 

当社は考えておりましたけれども、この点については、実際に防護指示書と現場実態の整合性を 

確保することができていなかったといった事象がございました。 

 これに対して強化の観点①ということで、この点について履行状況をしっかり確認していくと 

いったことで、２つポツで書いています。 
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 まず１つ目が当該の元請企業に対して以下を実施するということで、当社の社員におきまして 

は、初めて実施する作業、あとは作業場所・手順が変わる、作業に変化がある場合、いわゆる３ 

Ｈ、初めて、変化、久しぶりみたいなことを当社では言っておりますけれども、こういった作業 

においては、特に現場が始まる前に必ず現場の状況を確認するといったことで、現在確認を進め 

ております。 

 あとは、この確認に当たっては、誰が作業の班長を担っているか、役割を遂行しているか、あ 

とは防護装備、しっかりと適切な計画になっているかといったところについて、現場でしっかり 

とこういった整合性の確認を実施していくというものでございます。 

 ２つ目、他社の元請企業に対しても同様の内容で確認を進めてございます。 

 次のページ、お願いいたします。 

 考察の２つ目でございます。計画段階における安全対策の観点ということです。 

 まず１つ目のポツにあるように、まず今回の当該の洗浄作業においては、2019年の当該配管が 

詰まった事象を発端として作業を開始したものでございました。この際、当社のほうではリスク 

評価は事前検討会の場で都度実施して作業を実施してきたといったところがございましたけれど 

も、下のポツにあるように想定されていない弁の閉塞操作というものがあったので、圧力が大幅 

に上昇して広範囲に飛散するといったところがございましたが、ここまではちょっと想定ができ 

ていなかったといったことに対して、強化の観点、２つ目、計画段階における安全対策の強化を 

図っていくというものです。 

 具体的には、身体に有害な影響を及ぼす物質、今回でいうと濃度の高い液体放射性物質、ある 

いは硝酸を使っていたのでこういった薬品、こういったものを取り扱う作業におきましては、予 

期せず広範囲に飛散するといったところまでを想定した安全対策、具体的にはハウスを設置する、 

あるいはエリアを設定した上でアノラックを着用するといったことを強化の観点として今後の作 

業に反映していきたいというふうに思います。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 考察の３つ目でございます。放射線防護の観点です。 

 まず、身体汚染などのリスクのある事態が発生した場合において、今回の事案では作業員のふ 

るまいが適切でないといったところが幾つか確認されました。例えば、身体汚染発生後の脱衣の 

手順が適切でなかったといったこともございます。これに対して強化の観点③身体汚染などのリ 

スクのある事態での対応に関する放射線防護教育を強化していくという内容でございます。こち 

らについては、放射線防護の観点から身体汚染などのリスクのある事態での対応についてふるま 
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い教育という形で強化を進めているところでございます。 

 次のスライドお願いいたします。 

 以上３つの観点を表にまとめたものがこちらの右下10ページのものになります。 

 縦軸にその３点を書いております。 

 それぞれに対する当社の改善策というところを真ん中に書いておりますが、まず１つ目におき 

ましては、しっかりと現場を当社の工事担当者のほうでしっかり確認していくといったところで 

ございます。 

 これについて対策の実施状況というところを右に赤で書いておりますけれども、当社に提出さ 

れる防護指示書と、あとは現場の実態がしっかりと整合性が取れているかというところの確認を 

しているところです。これについては昨年の11月27日から具体的な確認の観点というものを明確 

にした上で、確認を進めているところです。一方で、他社元請企業についても同様の確認を並行 

して実施しております。 

 ２つ目、計画段階における安全対策の強化ということで、真ん中、２つ目のポツにあるとおり、 

具体的には安全事前評価と言われる当社の作業におけるリスクを評価するといったプロセスがご 

ざいますので、ここにおけるリスクの評価項目の内容を見直しをするといったものです。 

 これに関しては、身体に有害な影響を及ぼす物質の作業においては、多面的なレビューを含む 

リスクの抽出を図るということで、右のほうに移りまして、ここについての評価項目の観点を見 

直しを実施しまして、24年の１月から所内のほうでは運用を進めていると。それに基づきまして、 

この安全事前評価というものを福島第一で行われる作業に対してリスク評価を実施して作業に進 

むということで進めております。 

 ３つ目、教育についてです。 

 ふるまいの教育については、元請の協力企業さんにも依頼しながら、当社並びに協力企業の方 

皆様におきまして教育を今後繰り返しやっていくというところで、23年の11月、あるいは１月に 

ここの依頼は済んでおりまして、今進めているところです。教育の内容についても、今回の事案 

を踏まえた内容が盛り込まれているといったところを当社のほうでも確認を実施しております。 

 次のスライド11ページです。 

 こちらは設備的な対応の状況でございます。まず、ホースの固縛位置、あとはホースをタンク 

に差し込む長さの再設定であったり、あとは加工蓋というものを用いまして設備的な改善を実施 

しております。 

 この上記の条件で、現場を模擬したモックアップというものも実施しまして、ホースが飛び出 
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さない設計になっているかといったところを確認するといったものです。 

 真ん中の図にあるとおり、固縛位置のＡ・Ｂといったところのここのパラメータを振って試験 

をしたり、あとはホースの差し込み長さ、１番、２番、３番とありますけれども、ここのパラメ 

ータを振ってその試験を、右の写真にあるようなモックアップにおいて確認したというものです。 

 左の写真がタンクの蓋の直上、今150ミリの位置に固縛している状況を書いておりますけれど 

も、あと加工蓋を用いてダストが飛散しないような対策、こういった対策を実施したものでござ 

います。 

 次のスライドをお願いいたします。 

 本事案を踏まえた改善策の水平展開ということで、以下の取組についても並行してやっており 

ます。 

 まず、運営の妥当性については、先ほどの防護指示書と現場実態の整合性の確認ということで、 

今回の当該の元請企業のみならず、ほかの元請企業についても、全体的に実施しているというも 

の。 

 ２つ目は、身体に有害な影響を及ぼす物質を扱う作業における総点検、あとはルールの再徹底 

というところで、先ほど紹介した新しい観点を加えたルールの見直し、これに基づいた福島第一 

のほかの作業について、そのルールに基づいたリスクの評価を実施しているというところでござ 

います。 

 ３つ目は水処理設備の信頼性向上についてということで、本事案も踏まえまして設備の運用で 

あったり、保守を踏まえた設備の更新、あるいは既存設備の改造等について検討を進めていると 

いうところでございます。 

 最後、企業からの気づきによる継続的改善についてということで、こちらは企業さんのほうか 

ら気づきを共有いただいて改善を進めていくということで、報告をいただいて、それを継続的な 

改善として現場をよりよいものにしていくといった活動を進めてございます。 

 御説明は以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 続きまして、原子力規制庁から10分程度で御説明をお願いいたします。 
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○原子力規制庁 松田室長補佐  

原子力規制庁１Ｆ室の松田です。 

 資料３－２に基づきまして、当該事案に係る保安検査の実施状況について説明をさせていただ 

きます。 

 まず、１ページ目、１ポツのほうに保安検査のこれまでの経緯を記載してございます。先ほど 

東京電力からも説明ございましたが、10月25日に当該事案発生しまして、翌日の10月26日から実 

施計画の遵守状況について保安検査という形で複数回確認を行ってまいりました。 

 その結果、12月の時点で一定程度の確認を終えましたので、12月18日に開催しました第110回 

の特定原子力施設監視・評価検討会におきまして、保安検査で確認をしました問題点と暫定評価 

並びに改善が必要な事項について報告を行っております。 

 次の２ポツ目に保安検査で特定しました問題点と暫定評価並びに改善が必要な事項ということ 

で、検討会の場で報告をした内容を要約して記載をしてございます。 

 表のほうを御覧ください。 

 まず、一番左に該当する実施計画の情報を記載してございます。7.1、業務の計画という項が 

ございまして、この項の中で、今回発生してしまった事案の問題点としましては、事前のリスク 

の抽出、また水平展開、これらが適切になされていなかったということを確認しております。 

 これらに対する改善が必要な事項としましては、まず事前のリスクの抽出に関しましては、当 

該作業の必要性が発生した際のリスク抽出ですね、作業の前に作業計画として実施されるべきだ 

ったということで、その安全対策の評価が不十分だったいうふうにしております。 

 次に、水平展開ですが、これＨＩＣスラリーの移替え作業ということで、今回の発生してしま 

った事案の作業と同程度のリスクが潜在する作業になるんですが、こちらのほうでは適切な安全 

対策がなされていて、日々安全に注意しながら作業が進められています。こういった作業がある 

んですが、今回起きてしまった作業のほうにもそういった安全対策を生かすことができていなか 

ったということで、水平展開にも問題点があったというふうに見ております。 

 続きまして、実施計画の7.5.1、業務の管理という項がございまして、こちらのほうでは、現 

場作業の安全対策ということで、問題点を抽出してございます。 

 改善が必要な事項としましては、これまで無事故で当該作業が実施されてきておりましたとい 

う事実がありますが、そういうことがあったがために、一旦立ち止まってその作業の安全性等を 

見直す、確認をするという機会を逸してしまいまして、安全対策が欠落したまま作業が進められ 

てしまっていたということになっております。 
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 続きまして、２ページ目、御覧ください。表の続きになります。 

 作業体制として問題点抽出してございまして、こちらは防護指示書に基づきまして現場の作業 

を安全対策を講じられて実施されているんですが、その防護指示書とは異なる管理体制、不適切 

な装備の着用などがなされたまま、十分な確認が東京電力のほうで行うことができずに、指導が 

できずに作業が進められていたということが分かっております。 

 続きまして、その下、防護指示書の運用ということです。こちら当該作業が開始された2019年 

以降の防護指示書におきまして、硝酸溶液の取扱い等に係る安全指示が明確に記載されないまま 

指示がなされていたということになっております。 

 最後、現場確認ということで、東京電力による現場確認を実施していたにもかかわらず、今回 

の作業員等の不適切なふるまいを認識することができなかったということになっております。 

 これらの実施計画に対する問題点を踏まえまして、我々原子力規制庁としましては、実施計画 

違反の影響度としましては、「影響はあるが軽微なもの」ということで、暫定評価を現在のとこ 

ろしております。 

 これらの問題点に関しまして、（２）の改善が必要な事項ということで、簡単にちょっと記載 

してございますが、東京電力に対しまして、実施計画Ⅲ章の品質保証7.1、業務の計画及び7.5の 

業務の管理の確実な実施を今後求めていく、現在求めているというところです。②で、東京電力 

による現場管理の再徹底及び組織としての継続的な取組の強化、これらについて求めております。 

③で廃炉作業を計画時のリスク抽出と講じるべき安全対策の評価ということになっておりまして、 

最後の④で、作業管理のあり方としております。 

 これらに対する改善への取組、是正措置の状況等についてですが、３ポツのほうに記載してご 

ざいまして、東京電力から示されました管理面の対策及び設備面の対策等の改善策につきまして、 

引き続き保安検査で確認を実施している状況でございます。 

 その中で、防護指示書と現場実態の整合性確認であったり、履行状況、協力企業への教育の徹 

底、あとは実際飛散防止のための設備の安全対策の講じられている状況等について確認を行って 

おりまして、一部についてはもう既に改善がなされていて、そういった安全対策等の準備は実施 

されているということを確認しております。 

 これらの結果に関しましては、12月末時点までの第３四半期の検査の状況としまして、今後原 

子力規制委員会のほうへ検査の報告ということで、内容のほうを説明、報告をさせていただくと 

ともに、保安検査の実施状況につきましては、引き続き、特定原子力施設監視・評価検討会のほ 

うに報告を行っていくということになっております。 
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 簡単ではございますが、規制庁からの説明は以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、今ほど東京電力、そして原子力規制庁から説明をいただきましたが、それぞれの説 

明について皆様から御意見、御質問等があればお受けしたいと思います。挙手をお願いしたいと 

思います。 

それでは、最初に原専門委員、お願いいたします。 

 

○原専門委員  

どうも御説明ありがとうございます。 

 私、ちょっと現場作業、似たような作業をよくやってきた人間なんですけれども、この東電さ 

んの資料の11ページにこんな対策をしましたというような形での写真なんかあるんですけれども、 

ガスとそれから液体が一緒に通るようなホースがこのカナフレックスでいいのかな。中の様子が 

ある程度見えるような半透明のもので、しかも圧に耐えるようなメッシュが入っていたようなホ 

ースとか、もうちょっと何か現場で中身が、状態監視ができるようなものを選ぶとか、それから 

カナフレックスは相当軟らかいんで、これガスと液体が交互に動くような場合にはある程度の暴 

れというのはどんなホースでもあるとは思うんですけれども、そのときに、このＡとＢ、２点で 

固縛していますけれども、前の対策は、カボチャタンクのほうは固定していなくて、１点で固定 

されていたと、Ａしか固定していなかったというんで、その手前の暴れがホースの先端口のほう 

の暴れに、１点固定ですからそれの振動が伝わっていったというようなことだったと思うんです 

ね。今回２点固定にしているからいいんですけれども、２点固定も、ホースの硬さを十分発揮で 

きるようにある程度近いところで固定してやらないと、振動がその間に伝わると。 

 それから、ここでまだまだ不安と思うのは、ロープの縛り方ですよね。２本かけて、くるくる 

と一方向だけ縛っていますけれども、これ十文字にかけないと、そういう揺れはそこで止めるこ 

とはできないんですね。結び目なんかも見えないんですけれども、結び方によってはロープ２本 

に力が分散する結び方と、ロープ１本しか力的には利かないというふうな結び方があるので、そ 

ういう現場に通じた人がもうちょっと指導すべきだろうと。これ、私が見たらまだまだ不安です 

ね。ですから、こういうふうなところは、もっとベテランで、そういう現場のことをよく知って 

いて、もっと安全にやれるというふうに、私なんかちょっと見てもそう思うので、そういうふう 
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な体制です。例えば、東電さんの発注側のチームと、それから元請さんがいつも同じ関係である 

ようなところだと、なかなかそういうところ改善されないと思うので、第三者的にそこをチェッ 

クしたり、変えていくような、外からのもっと別な経験者を呼んでくるとか、何かもうちょっと 

現場の安全がちゃんとできるような体制とか、そういうものを組んでやっていただきたいなと。 

この写真だけだと危ないなと私は思いました。 

以上です。 

 

○東京電力 太田ＧＭ  

東京電力太田から御回答させていただきます。 

 まず、この資料３－１の11ページの写真にあるモックアップの状況でございます。今回、モッ 

クアップ実施しまして、一応確認しているのは、バルブの操作を模擬した形で、圧力の変動をあ 

えて加えることを試しております。そういった状況においては、確かにホースの脈動というもの 

は確認できておりますけれども、そういった操作をない状態であれば、ホースにおいては、そう 

いった大きな脈動というものはなく、通水ができているといった状況を確認しております。 

 ロープの固縛に関しては、前回、こういった写真にあるような固縛状況でありました。今回に 

ついては、プラス結束バンドということで、さらに強固な固縛をしようというふうに考えており 

ますけれども、今御指摘いただいたように、ロープについては、固縛についてさらなる十字に固 

縛する等の対策については改善をしていきたいというふうに思っております。 

 あと、多面的なレビューという点に関しては、今回発電所のほうでも、今回の作業に応じて今 

後の対応状況についてはレビューをいただいております。今後、現場再開していくに当たりまし 

ては、また発電所内でもしっかりとそういった知見を持った者からレビューをいただきながら作 

業を進めていきたいというふうに考えます。 

以上です。 

 

○原専門委員  

何か作業安全チームみたいな制度をつくって、時々ちゃんと現場を見る人がいないと、なんか 

危ういなと思います。何かハード的なこともさることながら、やっぱりそういう、お互いをチェ

ックしてやっていくというようなことはまだまだ足りないのかなと思いますので、そういう体制

についてもしっかり考えていただきたいという希望を申し上げます。 

以上です。 
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○東京電力 小野ＣＤＯ  

東京電力の小野でございます。 

 原専門委員、ありがとうございます。 

 最後のお話なんですけれども、我々今チームをつくるかというのはまたちょっと別問題ですけ 

れども、少なくとも東京電力の管理員、我々が現場に行って確認をする人間、この人間の力量を 

まず上げることが先だと思っています。そういう意味で、過去に、原子力発電所のみならずいろ 

いろなところで、多分、特にこれ化学プラントに近いものですから、こういうふうな作業ってい 

ろんなことやっていて、多分いろいろな、言い方悪いですけれども失敗事例等私はあると思って 

いますので、そういうのも含めてしっかり我々勉強をして、専門委員がおっしゃるような安全の 

確保はどうあるべきかというふうなところの、東京電力側の少し実力をしっかり上げて、その人 

間、現場に例えば行ってしっかり見るというふうなことをやってまいりたいと考えてございます。

この我々の今の体制中で、３Ｈのところをしっかり見ますという話がありますけれども、やっ 

ぱりどう見るかというのが非常に大事だと思っていますので、そこの力量は今後一生懸命我々早 

い段階でしっかり上げていきたいというふうにまず考えてございます。 

以上でございます。 

 

○原専門委員  

しっかりやっていただきたいと思います。他の電力さんの話ですけれども、似たような酸洗浄 

やるときは、こんな硝酸なんかいうような強烈な酸は使っていないし、それからそれの後始末も

大変なんで、循環式でゆっくりやっていますから、そういうところも参考にして安全に皆さん安

心できるような、30年やっていけるような技術でやっていただきたい。体制でやっていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 よろしくお願いします。 

 それでは、続きまして宍戸専門委員、お願いいたします。 

 

○宍戸専門委員  

宍戸です。 
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 今日の説明の中であまり十分に説明されていなかったような気がしたのですが、私は、作業員 

２人の被ばくとそれから除染に関することで質問したいと思うのですが、これは10時頃、午前中 

に起きたことですが、除染が十分ではないということで福島医大に送られたのが午後７時だった 

ようです。かなり時間をかけて除染をしたようですけれども、何でそんなに時間がかかったのか 

というか、もうある程度の除染が難しいということであれば、さっと次の手だてを考えるべきで 

はないかなという気が私はしています。 

今回幸いなことに、皮膚及び実効線量の被ばく線量が軽微だったというふうに規制庁のほうか 

らも評価を受けているようですけれども、軽微だったので何とか問題が起こらなかったとは思い

ますけれども、軽微でなかったら、結構な被ばく線量になったら、困ることになるので、そこの

対策をやはり、それほどしょっちゅう起こるような事態ではないとは思うのですけれども、何と

いうんですか、セーフティネットのつもりで準備だけは、想定だけは、机上でもいいから想定だ

けはつくっておくというのが大事なのではないかなと思います。 

 そういう意味でいうと、何かＥＲの中で除染をするスペースってどんなふうに確保しているの 

かなとか、あそこそんなに広かったかなと思います。関係者からチラッと話を聞くと、１人ずつ 

しか除染ができなかったのではないか。除染の順番だとか、複数の人が除染必要だったというこ 

とがありましたので、その辺のところで考えなきゃいけない問題点が幾つかありそうだというふ 

うに思われますので、その辺のところの、やはり今後タンクの解体や何かで結構開放系の水や何 

か液体を使いますので、万が一そういうことがまた作業中に液体を浴びてしまうというような事 

態が起こりかねないというふうに思います。起こってはいけないのだろうけれども、起こりかね 

ないようなことが想定できるのではないかと思いますので、その辺は、一応その場合はこんなふ 

うにするんだ、除染とか、移送だとか、それから脱衣のこともありますね。脱衣は、これからき 

ちっと脱衣の順番だとか何かを訓練するという話がありましたので、いいですけれども、その辺 

のところを含めて、脱衣、除染、あるいは線量評価というところが手順よくできるようにやはり 

訓練を進めておくべきなんじゃないかなというふうに思いましたので、その点のところをお願い 

というか、疑問点がありましたので質問したということです。どんなふうに考えているのかとい 

うことをお答えいただければと思います。 

 

○東京電力 林田部長  

東京電力の林田のほうから回答させていただきます。 

 まず、除染の件ですけれども、今回、最初５名ということでした。それで、まず私どもの考え 
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方といたしましては、病院まで行くのにまず時間かかります。このため、その間に、放射性物質 

がついておりますと皮膚の等価線量というのはその間暴露し続けますので、可能な限りなるべく 

早く除染するという考え方で、搬送時間を考慮いたしまして、まずサイト側でなるべく落とすと 

いうことで、私ども今回実施してございます。その上で、除染ですけれども、今回汚染している 

部位が１か所ではなくて様々な場所が汚染していたということから、それぞれ測定をし、除染を 

するというところを継続したというところと、あとは、やっぱり今回硝酸もあったということで、 

なかなか落ちないというところもございまして、通常の除染手順、拭き取りからの除染から始め 

ましたけれども、その後シャワーも使ったということで、かなり時間はかかってございます。 

 今日、被ばく線量評価のところの結果お示ししてございますけれども、こちらの御説明はして 

ございませんけれども、今回の皮膚の等価線量の大きなところが、やはり一番最初の除染するま 

でのところ、サイトで一番最初除染するところまでの時間が一番被ばくしておりますので、やは 

り早く除染することが大切だということで私ども実施してございます。 

 ＥＲが狭いんじゃないかというお話ございましたけれども、こちらにつきましては、ＥＲの前 

室というところで通常管理対象区域側のほうの設定をして除染するスペースがございますので、 

今回こちらで除染をするということと、あと入退管理棟のほうにもそういったスペースございま 

すので、今後はそういったところをうまく分散して除染するというところをしっかり手順として 

考えていきたいというふうに考えてございます。 

 それから、脱衣につきましては、手順を構築してございまして、今回ここの手順どおりできな 

かったというのがございますので、ここについてはもう一度手順どおりに脱衣ができるようにし 

っかりと訓練やっていきたいというふうに考えてございます。 

以上になります。 

 

○宍戸専門委員  

すみません、追加ですけれども、今お話を伺うと、結局１か所で除染のところ、１か所だけで 

やってしまったということだったというように受け取ったんですけれども、複数の場合には複数

のところに手分けしてやるというふうなことを考えてということでよろしいんですね。 

今後の問題ですが、ぜひ、複数の場合にはそういう形を取っていただければと思いますので、

よろしくお願いします。 
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○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして、入澤専門委員、お願いいたします。 

 

○入澤専門委員  

入澤です。 

 まず、先ほど小野様から御発言あったように、私も原子力科学研究所に勤務しておりまして、 

保安規定違反とまではなりませんでしたけれども、そういうトラブルも経験しておりまして、そ 

の中で東京電力さんとか関西電力さんのような大きな電力会社さんの取組というものを学んでき 

た身としては、東京電力の方々からもまだ学ばなければいけないというような御発言があるとい 

うことは、原子力業界挙げてさらに安全に対して考えていかなければいけないのかなというふう 

に思った次第です。 

 質問なんですけれども、私が作業をしている中での感覚というか、大前提として、この身体汚 

染発生後の脱衣手順などというものは基本身につけているものですし、まだそれが完全に定着し 

ていない場合でも、それを指導を指示できるような人が現場にいるというものが結構当たり前で 

私どもは作業しておりましたので、このような事態になっているということに少々驚きを感じて 

います。 

 その上で、その管理体制の中に、そのような脱衣手順等々に力量のある方がきちんといるとい 

うような体制を組むべきではないかなというふうに感じたということと、あとこのふるまい教育 

を強化するというふうに書いてありますけれども、それを定着させることが大事ですので、東京 

電力さんの説明の中ではその定着具合をはかるような対策等が見られなかったので、その部分に 

ついてはどのように今後されていくのかなということをお伺いしたいということ。 

 あと、原子力規制庁さんのほうの資料も拝見しますと、保安検査の視点の中の（４）で、現場 

での放射線管理、管理体制という言葉も書いてありますし、適切な装備着用の徹底というふうに 

書いていますが、一方、その後の対策等々を暫定評価等々見ますと、その部分については触れら 

れておりませんし、またそのふるまい教育がどれだけ定着しているのかというのを図れというよ 

うな文章もないですので、原子力規制庁さんとしてはどういうふうにお考えなのかなというふう 

にお伺いしたいと思います。 
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○議長（渡辺危機管理部長） 

 それではまず、東京電力からお願いいたします。 

 

○東京電力 林田部長  

東京電力の林田から御回答いたします。 

 まず、体制の面でございますけれども、今回５名の方が身体汚染をしているというところでご 

ざいますけれども、一番被ばくしております作業員ＡとＢの方につきましては、ここは脱衣が失 

敗したというよりは、ホースが暴れて、その液体がかかったということで被ばくしております。

作業員ＣとＤの、Ｃの方は汚染しておりませんけれども、ＤとＥの方が脱衣の際に若干皮膚に 

つけてしまったというところでございます。 

 今回、体制といたしまして現場に放射線管理員はいましたけれども、こういった事象が起きて 

脱衣の手順の指導といったところがうまくできなかったということがございますので、ここにつ 

いては、もう一度しっかりとその脱衣指導する者というものをつけるようになっておりますので、 

そこはもう一度現場の体制をしっかり直していきたいというふうに考えてございます。 

 あと、ふるまい教育につきましては、こちら有効性評価という御指摘ございましたけれども、 

こちら年１回ふるまい教育をやっていただくということと、あと、これ脱衣については一人一人 

作業する現場が異なりまして、実際このアノラックを着るというところの作業というのはそれほ 

ど多くございません。こういったところにつきましては、アノラックを着用する方につきまして 

は、このふるまい教育以外にも、そういった現場に入る際の特別教育というのを実施しておりま 

して、その中でしっかりと教育していくということで、身につけられるようにやっていきたいと 

いうところでございます。 

以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 それでは、２点目の質問につきまして原子力規制庁さんのほうから回答いただけますでしょう 

か。 

 

○原子力規制庁 松田室長補佐  

原子力規制庁の松田です。 

 御質問いただきました件、まず基本的には防護指示書の運用の確認、こちらの中で全て一応包 
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含して、我々のほうでも確認をしていくということになっております。当然、ふるまい教育みた 

いなものというのは、東京電力の意識醸成とか、そういうことも併せて運用していくようにして 

おりますので、その辺管理対象区域の中での、そこでのふるまいというのは当然確認してしかる 

べきものでございますので、そういった意図で我々のほうで確認を進めております。 

以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 入澤専門委員、よろしいでしょうか。 

 

○入澤専門委員  

ありがとうございます。 

 先ほどの東京電力さんから特別教育、アノラック等を着用する場合は特別教育があるというふ 

うな御回答がありましたので、その点についても明記していただくと、より分かりやすく、いい 

のかなというふうに思いました。このような資料のときに明記していただいたほうがよろしいの 

かなと思いました。 

以上です。ありがとうございました。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 それでは、続きまして兼本専門委員、お願いいたします。 

 

○兼本専門委員  

兼本です。 

 ちょっと簡単な質問１つだけ規制庁のほうにしたいんですが、東京電力と規制庁それぞれの今 

回トラブルについての改善案出されたんですけれども、規制庁の目から見て、今回の東京電力の 

対策案とか水平展開ですね、それがどの程度十分だったかどうかという見解をお聞かせ願えると 

ありがたいんですが。 

特に、２ページで、東京電力による現場管理の再徹底とそれから組織としての継続的な取組の 

強化とあるんですけれども、現場管理の再徹底というのはかなり説明あったと思うんですが、継

続的な取組の強化というのは、どう捉えられているかといったところもお聞きしたいなと思いま
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すが、いかがでしょうか。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 原子力規制庁さん、お願いいたします。 

 

○原子力規制庁 松田室長補佐  

原子力規制庁の松田です。 

 今御質問いただきました件についてですが、現在も確認を進めているということがまず回答に 

なります。継続的にというところになるんですが、そこにつきましては、今回事案が発生してし 

まったことに対して、一義的にここだけでその対策を終えるのではなくて、それを継続的に、東 

京電力のほうでこれまでも汚染とか被ばくというのは過去発生したことがあったんですが、その 

際に講じられているその対策というのは、特段間違ったものではなかったということは確認して 

おります。ただ、それを継続してやっていくこと、確認をしていくことというところが少し足り 

なかったというふうにも考えておりますので、引き続き、今回新たに講じられた対策も含めて、 

継続して彼らが取り組んでいくところというのを我々も検査の中で確認をしていくということを 

念頭に置いて継続的という表現をさせていただいております。 

以上になります。 

 

○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございます。 

 

○兼本専門委員  

継続的というのは、ちょっと言うのは簡単なんですけれども、具体的に指摘するというのは結 

構難しいことだと思います。今回の初めてとか、久しぶりとかという今回の事象に関係したとこ

ろは多かったんですが、継続的な取組というのは、教育の強化とかそういうところはありました

けれども、ちょっと気になります。もし何かあれば、お聞きしておきたいんですが、東京電力の

ほうも。 

 

○東京電力 小野ＣＤＯ  

東京電力の小野でございます。 
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 専門委員、ありがとうございます。 

 実は、12ページのところに幾つか書いてございます。１つは、防護指示書とかいう話は当然や 

りますけれども、我々一つ大事なのは、３つ目のポツ、水処理設備の信頼性向上みたいなところ 

というのは結構大事だと思っています。何をこれ言っているかというと、まさに今までやってい 

た中で、そのやり方が安全だったから、問題起こしていないからいいという、ある意味思考停止 

をしたようなところがあるんですけれども、やっぱりそういうところを継続的に見直していく。 

場合によっては、もっといいやり方がないかということを、改善していくような運用はしっかり 

とこれはやっていきたいと思います。 

 それから、一番最後に企業からの気づきによる継続的改善って何のこっちゃというふうに思わ 

れた方もいらっしゃるかもしれませんが、これもやはり現場に一番近いところというのは、東京 

電力も当然いますけれども、作業を実際やられているのは企業さんにお願いをしているところが 

ございます。その企業さんから見たときに、この作業がものすごくやりづらいと。そのやりづら 

い中でこれやっているということに例えばなったときに、これを例えばこういうふうに少し配管 

を曲げてくれると作業が物ものごくやりやすくなるとか、より安全になるとかいうふうなことを 

感じていらっしゃる方、結構いらっしゃると思うんですよね。そこのところをなるべく企業さん 

のほうからも気づきとして挙げていただいて、その気づきを我々が現場のほうにまたフィードバ 

ックして反映していくと。場合によったら作業手順のほうに反映していくといったようなことを 

しっかりやっていくことで、よりよい現場がつくれるんではないかというふうに考えています。

そういう意味で、この３つ目と４つ目のポツというのは、我々本当今後、これまずは水処理関 

係のところから手をつけるのかなと思っていますけれども、最終的には１Ｆの廃炉全般に関わっ 

てくる重要なポイントだと思っていますので、ここら辺はしっかり取り組んでまいりたいという 

ふうに思います。 

以上でございます。 

 

○兼本専門委員  

ありがとうございます。 

 廃炉作業ももう10年経っていますし、これからむしろ同じような作業、慣れによる失敗という 

のも出てくる時期だと思いますので、ぜひ継続的改善は努力していただきたいと思います。 

以上です。 
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○議長（渡辺危機管理部長） 

 ありがとうございました。 

 それでは、他に御意見等ございますか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。 

 それでは、３点目の議題、増設ＡＬＰＳ配管洗浄作業における身体汚染発生に係る対応につき 

ましては、それぞれ専門委員の皆さんから、ホース固縛の強化、あるいは現場管理体制の充実・ 

強化、それから身体汚染した際の除染対応などについて、御意見がありました。これらの意見を 

踏まえて、引き続き再発防止策に取り組んでいただくようにお願いいたします。 

 それでは、予定していた議事は以上になります。 

 最後に、私から一言を述べさせていただきたいと思います。 

 まず、長時間にわたり専門委員の皆様には御議論いただきまして誠にありがとうございました。 

 まず、１つ目の議題であります２号機燃料デブリ試験的取り出し作業の準備状況につきまして 

は、今年度内としておりました着手時期が遅くとも2024年の10月頃となったところであります。 

福島第一原発の廃炉につきましては、経験のない困難な作業でありまして、安全に進めること 

が大事であるというふうに考えております。加えて様々なリスクを想定し、計画どおりに進めて

いくためには何が必要なのか十分に検討すること、そして、それを踏まえて着実に進めていくこ

とが重要であるというふうに考えております。 

まずは、今回変更になりましたテレスコ式装置での取り出しに向けまして、着実な取組をお願

いしたいと思います。 

 そして、本日意見のありました、これから行う高圧水での作業場のダスト管理、またロボット 

アームの着実な開発、さらには各段階において進捗状況を丁寧に情報発信していただきたい、こ 

うしたことを求めたいというふうに思います。 

 国におかれましても、安全かつ着実な廃炉の実現に向けまして、ロードマップの目標達成、進 

捗、これらについて引き続き前面に立って総力を挙げて取り組んでいただくようお願いをいたし 

ます。 

 ２つ目の議題では、2024年度ＡＬＰＳ処理水放出計画の素案について御議論いただきました。 

 ＡＬＰＳ処理水につきましては、専門委員の皆様からも出されましたが、これまで申し上げて 

おりましたとおり、まず１つ、意見の中では、計画ですね、これから取りまとめをされると思い 

ますが、その放出時期の検討というような御意見がありました。 

 これに加えまして、放出作業で想定外の事態が生じることのないよう、万全の対策を講じるこ 

と、そして引き続き海域モニタリング結果を含めた科学的で丁寧な情報発信、これに取り組んで 
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いただくようにお願いをしたいと思います。 

 また、あわせまして、今後の廃炉作業を着実に進めていくためにも、タンクの解体手順、ある 

いは作業管理といった御意見もありました。 

 そして、当面の計画に加えまして、中長期的なタンク解体や敷地利用計画についても、順次明 

らかにしていただくようお願いをしたいと思います。 

 さらに、汚染水発生量の抑制対策につきましては、現在、５・６号機で試験施工を行っており 

ます建屋間ギャップ端部止水作業、これの効果、それから課題を十分に検証しながら、１・４号 

機への展開、これと併せまして建屋周辺のフェーシング対策や建屋屋根の補修等を着実に行い、 

雨水や地下水の全体状況も把握しながら、中長期ロードマップの目標達成はもとより、さらなる 

汚染水発生の低減が図られるよう求めたいと思います。 

 最後に、増設ＡＬＰＳにおける作業員の身体汚染につきましては、東京電力、そして原子力規 

制庁さんのほうからも説明をいただきましたが、東京電力におかれましては、現場管理体制の充 

実・強化、あるいはふるまい教育など現在進行中の対策を速やかに進めていくこと、そして他の 

作業への水平展開を継続的に行うこと、この点について求めたいと思います。 

 また、原子力規制庁さんにおかれましても、引き続き現場での保安検査も含め、指導監督をお 

願いしたいと思います。 

 これら、いずれも重要な案件でございますが、廃炉作業は長期にわたる取組となります。国及 

び東京電力におかれましては、引き続きリスクを十分に想定し、安全対策に万全を期し、安全か 

つ着実に取り組まれるよう求めます。 

 本日は、お忙しい中、専門委員、市町村の皆様、そして関係の皆様には、熱心な御議論、御意 

見等いただきまして誠にありがとうございました。 

 以上で本日の会議を閉じたいと思います。御協力ありがとうございました。 

 

○事務局  

それでは、以上で令和５年度第５回廃炉安全監視協議会を終了いたします。 

 


